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平成２６年塩尻市議会３月定例会 

経済建設委員会会議録 
 

○日  時  平成２６年３月１０日（月）  午前１０時 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第４２号 平成２６年度塩尻市一般会計予算中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち

合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費３目ふれ

あいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費 

 議案第４６号 平成２６年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

 議案第４９号 平成２６年度塩尻市水道事業会計予算 

 議案第５０号 平成２６年度塩尻市下水道事業会計予算 

 議案第５１号 平成２６年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

 議案第５２号 平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出４款衛生費２項清掃費１目し尿処理 

費、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費 

 議案第５５号 平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第５６号 平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

 議案第５７号 平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

○出席委員・議員 

委員長   青木  博文 君     副委員長   西條  富雄 君 

 委員   金子  勝寿 君      委員   牧野  直樹 君 

委員   永井  泰仁 君      委員   中村   努 君 

委員   丸山  寿子 君 

議長   五味  東条 君 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

議事調査係長  上村  英文 君    

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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午前１０時００分 開会 

○委員長 どうも皆さん、おはようございます。３月７日に引き続いて経済建設委員会を開会いたします。 

○ブランド観光課長 どうも、おはようございます。先日２件、資料提出並びに御報告ということであります。

１件は、委員長の許可をいただきまして、お手元に塩尻四宿４００年祭の記念事業（案）一覧表を提出させてい

ただきましたので御確認をいただきたいと思います。それからもう１件、これは金子委員さんのほうからですが、

地域ブランド推進協議会というか、ブランドのほうで扱っているワインの本数、量でございますけれども、塩尻

市のブランドは現在３，２００本ということであります。御報告させていただきます。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４２号 平成２６年度塩尻市一般会計予算中 ８款土木費、１１款災害復旧費 

○委員長 それでは議案審査を行います。議案第４２号平成２６年度塩尻市一般会計予算について中、８款土木

費、１１款災害復旧費について説明を求めます。 

○建設課長 それでは、予算書の２３４、２３５ページをお開きください。８款土木費１項土木管理費１目土木

総務費の白丸４つ目でございますが、統合型ＧＩＳ共有空間データ作成事業ということで、１，７９８万８，０

００円を計上とあります。内容につきましては、基盤図２，５００分の１を１００図面、１万分の１の図面を１

３面を、中心市街地・市街化区域を中心に地図情報を構成するものでございます。適正な地図情報の提供により、

市民、企業等へのサービスの向上を図るためのものでございます。私からは以上です。 

○都市計画課長 今のページとあわせてですね、予算説明資料の３１ページをお願いいたします。ではお願いい

たします。２目交通安全対策費、１番目、２つ下の白丸、交通安全対策事業諸経費１，８６８万９，０００円で

ございます。この主なものでございますけども、予算書の２３５ページの下から２番目の黒ポツ、長野県民交通

災害共済会費徴収報奨金１０６万５，０００円ありますけども、これにつきましては会費のですね、取り扱い分

といたしまして、１人当たり３０円を取りまとめをいただいた区に支払うもの３万５，５００人分ということで

ございます。本市のですね、県民共済の加入状況を昨年度の状況でお話をさせていただきますと、加入状況の人

口比といたしましては、約７割弱、６８％くらいの人が加入をしているという状況でございます。２４年度ので

すね、納めていただいた会費と会の見舞金を支払った割合ですが、会費分の７５％くらいを見舞金として支払っ

ているという状況でございました。続きまして、２３６、２３７ページをごらんいただきたいと思います。上か

ら２番目の黒ポツ、消耗品費１５６万８，０００円でございますけども、これにつきましては、例年行っており

ます新入生、小中学生へのですね、反射材配布をしておりますけども、これに新たな取り組みといたしまして、

大変高齢者の事故が増加をしておりますので、７５歳以上の市内のお住まいの全員の方にですね、反射材のタス

キを配布を、来年度予算化をしていきたいということでございます。これにつきましては、塩尻市の塩尻

交通安全協会と共同事業という形で２分の１ずつの負担として行っていきたいということでございます。

ちなみに、吉田とですね、北小野につきましてはちょっと二、三年前に高齢者の方が亡くなっておるもの

ですから、それぞれ反射材のたすきが配布をされてますので、それ以外の地区ということで約８，０００

人を予定をしております。それから上からですね、１４番目のところになりますけども、交通安全教室等

委託料７６７万円でございますけども、これは市内の保育園、幼稚園、小中学校、高齢者などの交通安全
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教室、それから下校の街頭指導、チャイルドシートの啓発、交通安全市民の集いのなどの委託料というこ

とで計上をさせていただいております。 

○建設課長 引き続き、その下の白丸、交通安全施設整備事業２，３９０万円でございますが、一番上の

交通安全施設設置工事は１，５００万円、これはカーブミラー、ガードレール、区画線等の工事でござい

ます。その下の通学路安全対策工事でございますが、これは、通学路の安全点検を実施した小学校分が、

社会資本整備総合交付金事業で対応をするということで計上してございます。以上です。 

○都市計画課長 続きまして、３目輸送対策費、一番下の白丸の輸送対策事業７，９４７万円でございま

す。主なものでございますけれども、下から３番目の黒ポツ、地域振興バス運行委託料７，５３９万４，

０００円でございますけども、これにつきましては、道路運送法第４条の４条路線９路線、現在、アルピ

コで運行してる路線のほうが５，５２４万１，０００円、それから道路運送法７９条、これは自家用有償

旅客運送と申しますけども楢川線、これが２，０１５万３，０００円ということで運行委託料を計上をさ

せていただきました。その下の黒ポツ、塩尻地域交通利用計画策定委託料１００万円でございます。２６

年度につきましては、市内全体の見直しを行っていきたい、地域振興バスに係る見直しを行っていきたい

ということで考えております。平成１８年度にはですね、地域振興バスにかかわる交通利用構想っていう

のを策定してあるわけでございますけども、それの検証とですね、現在の利用状況、それからコストや利

用料の検証、それから現在の利用者の将来予測がどんな年齢構成になっていくのかっていうことも踏まえ

てですね、効率的なバス運行を行っていきたいということで計画策定を予定をさせていただいております。 

次の２３８、２３９ページをお願いしたいと思います。上から１つ目の白丸、駅前駐輪場等管理事業と

いうことで２８２万円ございます。この中にはですね、今年度までみどり湖の高速バス停の駐車場の管理

に係る経費が計上されておりましたけども、上り線、いわゆる東京方面に向かう大きな駐車場におきまし

ては昨年の１０月１日から、それから下り線の駐車場、これは民地を借りている部分でございますけども、

これにつきましては１２月１日からアルピコ交通に貸し付けをしてございますので、これに係る経費は来

年度はございません。それから、上から７番目の黒ポツになります。それから、ちなみにですね、先ほど

の高速バスのバス停の運営の関係になりますけども、４月１日からアルピコのほうでですね、有料化とい

うことで考えております。上り線、下り線につきましても有料化をしてくということでございますけども、

下り線につきましては、考え方としては月決め駐車場でやっていきたいということでアルピコさんのほう

は検討している状況でございます。それから済みません、下から３番目の黒ポツになります。駐輪場管理

委託料１３６万２，０００円、これは、広丘駅の駐輪場の管理に係るものでございます。それから一番下

の黒ポツになりますけども、駐輪場防犯カメラ設置工事９４万４，０００円につきましては、塩尻駅の西

口に防犯カメラ３基を設置をしていきたいということでございます。以上でございます。 

○建設課長 引き続き２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費をお願いします。２つ目の白丸、道路橋梁事業

諸経費９０万２，０００円でございますが、事務局を持っている民間加盟団体への負担金を計上してござ

います。 

１ページお開きください。２４０、２４１ページをお願いいたします。２項道路橋梁費２目道路維持費

の一番上の白丸、道路維持改良事業９，１０４万６，０００円でございますが、１０番目の黒ポツ、街路
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樹せん定等委託料１，２５０万円でございますが、主に市道高校北通線、野村大門線を中心に行っていく

ものでございます。その下の市道維持補修作業委託料でございますが、現在、市道道路パトロールを嘱託

員が２人でやっておりますが、これを市内の建設業者に委託をし、その暁には市民のサービスの向上、ま

た行政改革に結びつけていきたいと思っているところでございます。その下２つ目の維持改良工事４，３

００万円でございますが、これは、地元要望事業によります工事を予定するものでございます。その２つ

下の用地取得費でございますが２９３万円、これにつきましては、吉田の神田橋北の田川の堤防道路の用

地代でございます。 

その下の白丸、除雪対象事業でございます。予算説明資料の３０ページをお開きください。下から２つ

目の備品購入費１，８３１万７，０００円でございますが、これは、社会資本整備総合交付金事業を活用

し除雪機１台を購入するものでございます。あわせて単独事業で融雪剤散布機を２台買うものでございま

す。 

その下の白丸、道路維持補修事業ということで３，３６０万円でございます。２つ目の黒ポツでござい

ますが、維持応急工事、緊急危険箇所及び吹雪よけ街路樹の根上がり防止、街路灯の更新事業を行うもの

でございます。その下の排水路整備事業５，１００万円でございますが、社会資本整備総合交付金事業等

を活用し地元要望事業に対応するものでございます。 

続きまして３目道路新設改良費をごらんください。内容につきましては、補助、単独合わせての計上を

されております。国の補助事業は社会資本整備総合交付金事業を活用してございます。予算説明資料の３

０ページをお開きください。１億１，５４８万円余ということで、継続事業１カ所、新規事業１カ所、あ

と拡幅改良、待避所設置、踏切新設、区長要望等の生活道路の整備の調査、用地確保、工事を行うもので

ございます。 

２４２、２４３ページをお開きください。予算説明資料は、その追加部分の下にありますが、幹線道路

整備事業でございます。３億９，６８１万８，０００円余でございます。継続事業が７事業でございまして、橋

の補修補強、信州Ｆパワー事業の関連道路の拡幅改良、待避所の設置の用地確保、工事等を行うものでございま

す。 

その下の白丸、歩道整備事業、予算説明資料の３１ページをお開きください。１億９９０万円余でございまし

て、継続事業で行っております歩道の事業でございます。歩道新設の用地確保、工事等を行うものでございます。 

その下の道路施設長寿命化改修事業、予算説明資料３１ページでございます。中身につきましては、社会資本

整備総合交付金事業を活用しまして、道路施設のストック総点検、トンネルのトンネルのり面、街路灯、大型看

板、道路附属施設等の総点検を行うものでございます。また、市道の舗装構造調査を行い、補修工法を適正に行

っていくものでございます。また、継続事業としまして北熊井の大沢第２橋の工事、橋梁長寿命化計画によりま

す橋の補修補強、また、道路アセットマネジメントによります舗装の計画的な舗装工事を行っていくものでござ

います。以上でございます。 

○委員長 お願いします。 

○街なみ担当課長 それでは、ひき続きその下、４目街なみ環境整備事業費をお願いいたします。資料につきま

しては予算説明資料３５ページとなりますので、あわせてごらんください。この事業は、平沢の重伝建地区にお
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きまして、街なみ環境整備事業により道路美装化、排水路等の環境整備を実施するものです。平成２３年度に事

業着手し、本年度より工事に着手しているものでございます。平成２６年度につきましては、平沢地区のメイン

道路となります中山道ほかの道路美装化、排水路整備等の工事を実施いたします。 

それでは、予算書２４２、２４３ページをごらんください。一番下の白丸、街なみ環境整備事業２億２，０８

３万３，０００円であります。３つ目の黒ポツ、街なみ環境整備工事２億１，１２０万円につきましては、先ほ

ども御説明しましたとおり、地区内の中山道ほかの道路美装化、排水路整備等の工事を実施するものです。その

下４つ目の黒ポツ、支障物件移転補償費９６０万円につきましては、工事に伴います上水道等の移転補償であり

ます。私からは以上であります。 

○建設課長 予算書２４４、２４５ページをお開きください。８款土木費３項河川費１目河川維持費でございま

して、一番上の白丸、河川改修事業諸経費でございますが、これにつきまして２３万６，０００円。事務局を持

っている団体、加盟団体等への負担金でございます。 

その下の２つ目の白丸、河川改修事業の２つ目の河川改修工事２００万円でございますが、上西条区の権現川

の改修工事を予定をしております。 

その下の白丸、河川維持諸経費２５８万２，０００円でございますが、２つ目の河川公園管理委託料１３７万

７，０００円、奈良井川リバーサイド堅石、親水護岸公園等の委託料でございます。その下の河川環境整備工事

１００万円でございますが、普通河川刈谷沢渋川の河床整備を行うものでございます。私からは以上です。 

○都市計画課長 ４項都市計画費１目都市計画総務費をお願いいたします。一番下の白丸になりますけども、都

市計画総務事務諸経費４６９万８，０００円でございます。下から５番目の黒ポツ、統合型ＧＩＳ都市計画デー

タ作成業務委託料２０５万２，０００円でございますけども、これにつきましては、今年度都市計画の基礎調査

をやりました。この基礎調査のデータを活用いたしまして、市街化区域内の建築物の建ぺい率それから容積率を、

そのＧＩＳ上にデータとして作成をするものでございます。目的はですね、土地利用の規制でありますとか、用

途地域見直し等の際のですね、基礎資料のデータとして作成していきたいということでございます。これが１７

２万８，０００円。それから、その内訳のもう１つといたしまして、都市計画法の３４条１１号というものがご

ざいます。いわゆる区域指定と言いまして、市街化調整区域の中の区域を指定をして有効な土地利用を図ってい

きたいというものでございますけども、この３４条１１号の区域指定のデータ作成に係る基礎調査、人口等の状

況、それから土地利用の状況、住宅の連関、それからインフラ整備がされてるってことが条件になりますので、

道路、上下水道の状況の指定状況などを調査を行ってデータ化していくものでございます。これ、モデル地区１

地区をまず来年度は選定をいたしまして設定をして、作成資料をつくりまして区域指定の検討で地元説明の資料

としていきたいということで３２万４，０００円を計上をさせていただきました。 

続きまして２４６、２４７ページをお願いをいたします。１つ目の白丸、都市緑化推進事業でございます。上

から４つ目の黒ポツになりますけども、危険遊具改修等工事ということでございますけども、当課のほうでは開

発緑地のほうも関与してございます。公園の長寿命化の調査によりまして、遊具が危険であるというところが多々

ありますので、その改修工事を１５４万９，０００円でもってやっていきたいということでございます。苗木代

につきましては、出生、建築等の１３０万円ということでございます。 

それから次の白丸、都市計画道路見直し等策定事業６２０万円でございます。都市計画道路の見直しにつきま
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しては、見直し候補路線案としまして６路線を決定をさせていただいて、来年度以降、具体的な約２路線になり

ますけども、具体的な検討を行っていきたいということで東通線、西通線を予定をしております。関係機関との

協議、地元との協議等を含めまして具体的な検討を進めていきたいというものでございます。 

それから、次の白丸、土地利用促進事業５，１００万円でございます。まちづくり計画策定業務委託料でござ

います。これにつきましては大門郷原地区、いわゆる開発誘導エリア東南地区と、野村桔梗ヶ原地区の土地利用

を進めるに当たりまして、農振農用地の除外という大きな課題もございます。関係機関との協議を進めるという

こともありますし、それから、住民の意見を反映したまちづくりの策定をしていきたいということと、それから、

事業を円滑に進めるためには、どうしてもエンドユーザーの確保、意向調査というのが大切になってまいります

ので、これらを踏まえた基本計画書の策定を行っていきたいということで計上をさせていただきました。私から

は以上です。 

○建設課長 引き続き、２目公園管理費をお願いします。８，３１５万９，０００円ということで白丸がありま

すけど、市内の３２の公園の維持管理、遊具更新等を行う内容でございます。下から６つ目の黒ポツ、公園管理

委託料２，０２３万６，０００円でございますが、街区公園２９カ所、小坂田公園ほかのシルバー人材センター

への委託料でございます。１ページお開きください。上から３つ目の公園整備工事でございますが、２，４１１

万７，０００円、社会資本整備総合交付金事業を活用し、遊具の更新、公園長寿命化計画による遊具の補修と市

の単独事業で公園の整備を行っているものでございます。一番下の備品購入費でございますが、小坂田公園のゴ

ーカート、バッテリーカーを購入するものでございます。私からは以上です。 

○都市計画課長 続きまして３目社会資本整備総合交付金事業でございます。予算説明資料の３３ページをお願

いをいたします。都市計画道路整備事業ということでそこに表にしてございますけども、概略申し上げますと、

予算書では不動産鑑定委託料から支障物件移転補償費までのところが主なものでございますけども、広丘東通線、

野村吉田地区、現在進めてるところ、市営住宅の吉田団地の付近でやってる工事でございますけども、来年度工

事をして完了ということで予定をさせていただいております。それから、その次にですね、野村地区といたしま

して、その南側になりますけども、スカイブリッジまでの間３１０メートル区間になりますけども、用地買収と

一部工事に着手をします。それから、東通線の新たな箇所として高出地区ということで、高出地区センターの東

側の交差点から北側２００メートル、南側に５６０メートル区間、合わせて７６０メートル区間の整備に着手を

いたしまして、来年度につきましては高出地区センター東側交差点前後の３４０メートル区間の測量設計と一部

待避所の整備を行います。それから、広丘西通線につきましては、大門地区として、今、国道１９号の接続部分

を用地買収をしているわけでございますけども、その部分の２１０メートルを来年度工事をして完了をして、国

道１９号にタッチしていくということになります。それから、また西通線の新たな箇所といたしましては原新田

地区ということで、塩尻北部公園の南側から主要地方道県道の主要地方道塩尻鍋割穂高線までの４３０メートル

間の整備に着手をいたしまして、来年度は公園側から取付道路含めて３００メートルの測量設計を行っていきた

いと思っております。以上です。 

○建設課長 その下、４目駅施設維持費８８５万４，０００円をお願いします。内容につきましては、塩尻駅、

広丘駅の市が設置、管理する部分の維持費でございます。塩尻駅のエレベーター、広丘駅につきましてはエレベ

ーター、自由通路、トイレ等の維持費でございます。以上でございます。 
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○都市計画課長 続きまして予算書の２５０、２５１ページをお願いいたします。５目建築指導費、２つ目の白

丸になります。耐震対策事業１，５５１万６，０００円でございます。４番目の黒ポツ、耐震診断業務委託料１

２９万６，０００円ですけども、これは昭和５６年以前に建築された木造住宅の精密診断に係る委託料でござい

ます。その次の耐震補強事業補助金１，３８８万円でございますけども、木造住宅の耐震補強工事に１件７０万

円を補助するものですが、今年度までは６０万円でございましたけども、１０万円の引き上げをして７０万円と

いうことでやっていきたいものでございます。そのほかで、この中で新たな取り組みといたしましては、道路沿

いのブロック塀、それから、石積み等でですね、地震時に転倒、倒壊の危険性のあるものの撤去、それからこの

撤去につきましては撤去補助金として基準額、それから実施額の安い方の２分の１を補助いたします。上限を１

０万円として計上をさせていただくものでございます。それから、もう１つのブロック塀の関係ですが、緊急輸

送道路沿いのブロック塀等につきましては、同じく倒壊の危険性のあるものを安全な塀等に改修する事業、改善

事業という形で言っておりますけれども、改修の事業補助金といたしまして、これも同じく２分の１以内で１５

万円を限度として計上をさせていただくものでございます。 

それから、下から３番目の白丸、住宅リフォーム補助事業１，０００万円ございます。来年度は１，０００万

円の予算計上で、補助内容といたしましては今年度までと内容は変わりありませんけども、３分の１の上限１０

万円ということでございますが、耐震補強枠というものを設けまして、耐震改修工事と同時にリフォーム工事を

行った分につきましては、優先的に予算の枠内の範囲で補助するというものでございます。これは、耐震補強工

事の件数１３件分にあわせまして、１，０００万円のうち１３０万円をこの耐震補強額としてございます。 

それから、下から２番目の白丸、狭あい道路整備事業３４９万円でございます。これにつきましては、建築基

準法の中では建物を建てるときには、幅員４メートル以上の道路に２メートル以上接しているという必要がござ

います。この道路が４メートル未満の場合につきましては、中心線から２メートル以上後退する、いわゆるセッ

トバックということでやっているわけでございますが、この後退用地につきましては、建築計画書が出てきた段

階でですね、協議をしていただくわけでございますけども、そのまま個人が所有する場合、それから市に譲渡す

る場合、この２本立てがございます。市に譲渡する場合なんですけども、現行の中では、後退用地の分筆図の作

成、それから後退用地内に支障物があった場合には、その御本人が個人負担で撤去するという形になっておりま

す。この部分がですね、古くからあるいわゆる狭あい道路というものの拡幅が進まないっていう状況に、いわゆ

るセットバックをしてあるにもかかわらず広がっていかないという状況もございますので、これを何とか解消し

ていきたいということで、来年度からはですね、用地の取得費、それから支障物件移転の補償費、それから分筆

にかかわる測量費等をですね、市が予算化をして、防災、それから住環境の向上、それから道路が広がりますと

土地利用も促進されるということで、市街化区域内にまずは対象を絞ってですね、やっていきたいということで

計上をさせていただいたということでございます。 

それから、一番下の白丸の下水道事業会計繰出金につきましては、８億円ということで計上をさせていただき

ます。私からは以上です。 

○まちづくり推進課長 それでは、２５２、２５３ページをお開きいただきます。７目市街地活性化事業費です。

あわせて予算説明資料の３５ページをごらんいただきたいと思います。まず１つ目の丸、まちなか環境整備事業、

サイン整備工事ということで４００万円でございます。これにつきましては塩尻駅、それから塩尻市役所周辺、
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それから、えんぱーく周辺の歩行者の誘導を図っていきたいということで、サイン整備を今年度から行ってます。

平成２５年度につきましては矢印５カ所、地図１カ所、案内２カ所を設置してまいります。来年度につきまして

は矢印サインということで市役所周辺に２カ所、それから大門中央通り県道沿いに３カ所を設置してまいります。

続きまして、ウイングロード周辺整備工事です。８５０万円です。ウイングロードの正面の入り口がございます

が、こちらの左側、東側に当たる部分のところを約３００平米になりますけども、イベント広場に活用できるよ

うなにぎわいの空間を整備していきたいということで整備を行ってまいります。 

続きまして、市街地活性化推進事業でございます。下から２つ目の黒ポツになりますけども、交通量調査委託

料になります。これにつきましては、今まで中心市街地の４カ所を歩行者の通行量の調査を行ってきました。来

年度につきましては広丘駅の周辺、東側で１カ所、それから西口のほうで２カ所の通行量の調査を行ってまいり

まして、人の流れを把握していきたいという調査でございます。 

続きまして、ウイングロード管理事業でございます。まず１つ目のウイングロード管理業務委託料でございま

すが、これにつきましては塩尻市振興公社へ管理運営をお願いしている委託料でございます。続きまして割賦負

担金でございます。１，２３６万円でございますが、これにつきましても、当初リニューアルのときに商業施設

の設備改修費、これ、振興公社のほうで立てかえていただいた分を１０年間で返済をしているものでございます。

３２年度までです。続きましてウイングロード施設管理負担金１０２万円です。火災保険、それから自動車管理

者責任保険料でございます。ウイングロード設備改修負担金３，６７１万５，０００円でございます。緊急度の

高い順に設備関係、電気、衛生、防災、空調等の設備の修繕、それから更新等を行っていくものでございます。 

 次の丸になります。広丘駅周辺整備事業でございます。計画策定業務委託料１，５００万円です。来年度につ

きましては広丘のまちづくりへの地元の活動の支援、それから広丘支所の建てかえに伴っての拠点施設の整備に

かかわる計画の立案、調整ということで導入機能の検討、それから建築物の検討、それから概算工事費、実施計

画等の基本計画の作成の業務委託料でございます。続きまして東口駐車場等整備工事７，４００万円でございま

す。パーク＆ライド駐車場等の整備でございまして、駐車台数約７０台、それから駐輪場を新たに１８０台分を

拡張した整備工事になっております。続きまして用地取得費１億４，２３１万４，０００円でございます。これ

につきましてはパーク＆ライド駐車場整備をする用地費ということで土地開発公社が先行取得していただいてご

ざいますので、この買い戻しということで面積が２，７５７．６９平米、１平方メートル当たり５万円でござい

ますが、事務手数料、利子を加えた取得費でございます。私からは以上です。 

○建設課長 ５項住宅費１目市営住宅管理費をお願いします。上から２つ目の白丸、市営住宅管理事務諸経費１，

２１８万３，０００円でございました。５つ目の黒ポツ、弁護人委託料３０万円でございますが、長期滞納者明

け渡し訴訟用の予算でございます。 

１ページお開きください。白丸、市営住宅管理維持補修費３，７３７万６，０００円でございますが、市営住

宅の管理運営を長野県住宅供給公社へ委託し公営住宅等の長寿命化計画に基づく修理、修繕を行っていくもので

ございます。 

その下、市営住宅耐震診断整備事業４０２万円でございますが、耐震基準の昭和５６年以前に建設された上ノ

原、西原、牧野、西条５６棟のうち２１棟を行うものでございます。 

２つ目の三角で市営住宅跡地整備事業が消えてございますが、これにつきましては塩尻市土地開発公社と包括
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委託を行います。私ども土地を買うことができますが、土地を売るというノウハウはございませんので、土地開

発公社のほうへ委託を行うものでございます。私からは以上です。 

○委員長 １１款のほうもお願いします。 

○農林課長 お世話になります。予算書の３２４、３２５ページをお願いいたします。１１款災害復旧費１項農

林水産施設災害復旧費でございますけども、１目、２目それぞれ農業施設それから林業施設の災害が発生した場

合のそれぞれ施設の復旧に係る経費を、予算化をしたものでございます。目出しで予算化をしてございます。以

上でございます。 

○建設課長 引き続き２項土木施設災害復旧費の白丸、市単土木施設災害復旧費５７万５，０００円でございま

すが、先ほど農林課長のお示ししたとおりでございます。以上、よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○委員長 それでは質疑に入ります。委員より御質問、御意見がありますか。 

○永井泰仁委員 まず２４３ページの街なみ環境整備事業の２億２，０００万円余の計上でございますが、補正

予算の５０ページのほう見ますと１億円減額になっていますが、これも含めて２６年度で２億２，０００万円か

ということと、補正のとこでも関連がございますが、２５年度でなぜこんなに１億円単位で減額をしなければな

らなかったのか、その辺の事情を説明してください。 

○委員長 答弁を求めます。 

○街なみ担当課長 来年度の予算の関係ですが、先ほど御説明しましたとおり、平沢地区のメイン道路となりま

す中山道の部分の工事とですね、中山道から金西町へ下って行きます通路が３本あります。そちらの通路３本、

それから中山道から平沢駅へ向かう道路、この路線をですね、整備していきたいということで、今年度補正をも

って減額した部分を来年度のほうの予算のほうに回していくということは、この予算の中ではございません。延

長的に大分長いもんですから、金額的に平成２６年度予算が増ずるという形です。 

それから補正予算のほうで説明をしようと思いましたが、先ほど１億円ほどの減額になっていることで御質問

いただきましたので、ざっとした概要をですね、御説明をさせていただきます。今回、平成２５年度につきまし

ては、工事費の中で８，４０８万５，０００円ということで減額となっています。これにつきましては１点はで

すね、旧平沢公民館、こちらのほうをですね、今年度解体するということで予定をしていたんですが、実は旧平

沢公民館の用地と隣接する部分の土地をですね、市が取得をして、そこを解体用の通路として利用して解体した

いということで予定をしていたんですが、その後にですね、ちょっと交渉が進まずに今年度用地買収できないと

いう形の中で来年度以降に先送りしたということで、これにつきましては用地が取得できた状況を見る中で、来

年度以降補正なり、平成２７年度に公園整備の工事を予定していますので、そのときに整備を、取り壊しをした

いということで、今回補正減してあります。それと工事の関係ですが、これにつきましても昨年度、地区の排水

路の整備計画につきまして再度見直しを行いまして、水路網につきまして大分見直しをいたしました。その結果、

今年度工事を実施する路線につきましては、当初予定していました水路断面がですね、大分小さなものになって

きたという形の中で、そういったものの工事費の減、それとですね、昨年度実施設計を行っている中で、予算編

成時期にちょっとまだ最終的な金額が確定していなかったという形の中で若干ですね、余裕をみた予算が組まれ

ていたという形の中で、工事費のほうにつきましても若干の減額ということで補正減になっております。以上で

す。 
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○永井泰仁委員 概略はわかったけれどね、１億円からの減額をするということになれば、１２月ごろのときに

３月までに消化できるかどうかっていうことは大体見当がついてくるんで、少なくても１億円単位の減額すると

きには協議会とか何かでね、話をするか、あるいは同じところでもね、生活関連道路とか、わざわざ私どものと

こなんか、いっぱいやってもらいたいっていうところがたくさん出て、それでも我慢してきてる状態なんですよ。

この３月に来て、これ本当は補正のとこで言わなければいけないかもしれませんけど、億単位のものを平気でも

って減額でこうですよってことと、それから先ほどのその旧公民館を壊すのに入って行く道路の用地買収が難し

いということは、単価的に折り合いができなかったのか、職員の努力が足りなかったのか、その辺の本当の実態

はどういう状況でしょう。 

○街なみ担当課長 実はですね、この土地につきましては、当初の計画では市が用地買収するという予定ではご

ざいませんでした。この土地がですね、現在空家となってまして、土地の所有者が隣に公園が整備できるのであ

れば市に買ってもらえないかということで、本人のほうから申し出があった土地です。申し出のときの条件がで

すね、建物は自分で壊して更地にするので土地だけを買ってもらいたいということで、お申し出でありました。

市はですね、一応土地を買うための予算だけは計上してありましたが、建物の取り壊しの予算はそういった本人

の申し出により予算化してありませんでしたが、実際ですね、本人が建物を取り壊しをして更地にして市が買っ

ていただいたときに取り壊しの費用等を差っ引いたりしてくとですね、あんまりにも手元に残らないという話の

中で若干ですね、話が、交渉が難航しているという状況です。以上です。 

○永井泰仁委員 その旧公民館を壊して公園化するんだけれども、どうしてもそこのとこの土地を確保しないと

重機や工事用のものが出入りができないということなのか、ちょうど隣が壊すっていうことで、地主が便乗的に

そういうことを出してきたのか、その辺は市の当初の計画はどういうふうに取り壊すことになってたか、その辺

の事情を説明してください。 

○街なみ担当課長 先ほどの土地をですね、取得できた場合とできなかった場合の公園整備に係る費用っていう

ものを概算的にちょっと出してみたんですが、建物を取り壊すだけでですね、８００万円ほどその土地が取得で

きないと余計にかかってしまう。それから公園整備につきましても、実際、資材の搬入とかですね、そういった

ものが大型車でできないという状況の中で、取り壊しの費用とですね、公園整備の費用を合わせますと約２，０

００万円以上のですね、差額が出てきてしまうという形の中で、市としてもできたらですね、この土地を何とか

取得をして整備していったほうが事業費的にも多少なりとも安くなります。それからですね、将来的に公園がで

すね、中山道から見通しができるような状態、この土地が更地になって見通しができる状態になれば、中山道と

公園がですね、一体的な利用が可能になるのではないかということで、一応担当課としては交渉を継続していき

たいということで考えております。よろしいでしょうか。 

○永井泰仁委員 そういうことで途中からね、工法とかあるいは、その道路ができることによっての比較をすれ

ばこのほうが有利だということですが、そういうことになればね、少なくても１２月ごろの議会か、あるいは協

議会でですね、当初はこういうことで議会には提案して予算をお願いして通過してるんだけれども、実はその後

こうなってこうだくらいの話しないと。もう１個も聞かなきゃいけませんけれども、このほかにも、億単位のも

のをね、３月の年度末に来て簡単に減額してください、こうですって言ってるときには、やっぱり我々議員だっ

て予算通したたからにはそのとおりにいけるんだろうなっていう想定でみんな思っているのがですよ、３月にな
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って急に減額、もうそれはできないでしょうがないわっていう、そういうことじゃ納得ができないので、これか

らはね、そういう見通しだったら何もそれに対してとやかく言うあれはないですが、当初よりも事情が変わって

これこれこうだっていうことは、いろんな機会を捉えてやっぱり説明してもらわんと。年度末の補正で、これで

返事しろってことじゃあ、ちょっと承服しろと言ってもね、気持ちよくやっぱりできないんで。これからできる

だけ早くですね、問題のあったり、またいろいろ変更になればね、こういう事情で変わったってことをね、年度

末まで延ばしてないで年度の途中でも何でも赤裸々にやっぱりそういうことはね、やっぱり説明してもらわない

と。私ども昔は億単位の減額を３月なんかにするなんて、それこそ何事だって言ってもう内部的にも相当いろい

ろ検討やらね、その事業の管理のことを叱責されましたんで。その辺のところはこれからね、早めに、何もそれ

がいけないって言ってることじゃなくて、こういう理由で比べたらこのほうがベターだし、交渉の経過の途中で

こうなったんで、ぜひこういうふうにしたいっていうことをですね、また大きい事業のものについてはね、早い

段階でぜひまた話をしてほしいと思います。 

○建設事業部長 今、おっしゃる点ごもっともでございまして、今後も気をつけたいと思います。それで、この

街なみ環境整備事業につきましてはですね、大きな減額になっておりますが、こういう枠で来る事業なもんです

から、ここが余ったからほかに転用できると言いますか、そういう、ちょっと性格のものではないもんですから、

なかなかその辺については転用はできないという事情だけはあるということだけちょっと御承知いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。 

○永井泰仁委員 はい。じゃあちょっと、せっかく部長の答弁があったんで聞きたいんですが、都市計画道路整

備事業も２億６，０００万円載っておりますが、補正のほうともかかわりますが、これ見ますと１億１，８００

万円余が減額ですが、これはやっぱりどういう理由で年度末こんなに１億１，０００万円余が減額になったか、

説明してください。 

○都市計画課長 今のお話の中でですけども、主な大きなものでお話をさせていただきますと、これ外部事業で

ございまして、社会資本整備でございますけど、まずほかへのちょっと予算的に転用はできないということが１

つあったのを御理解いただきたいと思います。中身でございますけども、吉田原の長者原のですね、踏切改良を

今やってるわけでございますけども、ＪＲのほうとですね、再三にわたりまして担当のほうもですね、金額の確

定ということで、もう昨年末とその前からですね、再三にわたって確認をしながらですね、やらせていただいて

いるという状況がありましたけども、何分そのＪＲのほうも、ＪＲが受けてですね、それから各事業に分けて入

札をするという状況もあってですね、その辺のところの額が確定をなかなかしなかったということがあって、そ

のＪＲの分の委託が大きく減額になったということとですね。それからあとは、今言ったような入札差金も当然

その中にはございますし、吉田原から東通線の工事費が最終確定をして減額になっているということもございま

すけども、なかなか言いわけがましくなってしまって恐縮なんですが、工事の中でもですね、道路の中の部分、

やってく工事の中でですね、踏切の前後の路盤改良につきましても土質によって中も変わってくるというという

ような状況もございまして、再三協議をした中でそういうふうに変わってきたという部分もあって、総額として

は、今、委員さんからお話があったように１億円以上のですね、減額ということでありましたけれども、あれな

んですが、この部分をですね、減額して来年度の工事にそれが影響するというものではございませんで、今年度
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の予定した部分の中で工事をやるんですが、減額になっていくということでございます。 

○永井泰仁委員 ＪＲ関係はね、なかなかはっきりしないということですが、やっぱりこれもはっきりしたね、

時点で報告なり状況がこうだっていうことだけは、何も私どもが叱るという立場ではないわけですから、早めに

ね、そう言っといてもらえば、なるほどなということで。この３月に来て億単位の減額ねと思うし、一般的に見

ればね、１億円から都市計画道路のものをやるなら、東幹線だって西幹線だって地元の声が強くて早くやってほ

しいっていうそういうことだもんですから。工事費やそういう金銭的な変更もわかりますが、都市計画課やその

担当課のほうでは、やっぱりスタッフの充実ということも考えてね、効率的にできるっていうこともやってかな

いと。今かなり地元へ入ると生活道路の細かいとこの部分も、最近はオーバーレイも全然しないもんですから、

何だいと、これは亀の甲羅じゃないかなんていうようなことも聞いてるんですが、むしろ都市計画で食えないも

のは建設課のほうへも少しでも予算回してやってくことのほうがね、平準化するし、市民的要望も強いと思うん

で、その辺のところはひとつ部長の采配で工事の早い見きわめ、そしてスタッフが足りないんなら優秀なスタッ

フと人事異動のときにかえるというそういうことでね。やっぱり、今、一番市民的要望の強いものは何かという

ことを判断して、また人事のほうもですね、補強する部分は補強してほしいとこんなふうに思いますが。これは

先ほども答弁ございましたが、再度、部長その辺のところをどういうふうに考えているかお伺いします。 

○建設事業部長 建設が２４年度と２５年度と比べたら、多分、ちょっと数字覚えてないんですが、相当事業費

ふえております。したがいまして、まず昨年度の部長さんの段階でもう人事等へ要望して、結果的に建設課のほ

うは人がふえる形になっておりますので、その人事のほうでも配慮はしていただいております。人材についても、

それなりのきちんとした人を入れていただいております。それから、東幹線、西幹線はですね、おっしゃるとお

り最優先でやっておりますが、どうしても社会資本整備総合交付金の事業とかそういうものがいろいろがありま

して、ここが減ったからすぐそこに、ほかのとこへ回すとか、そういうようなすぐ動けない事情がいろいろあり

ますので、担当部としてはですね、当然ながら、いわゆる国のほうから交付いただいたものは最大限に使ってや

ると。そういう中でも結果的にこういうふうにうまく使えなかった分が出てしまったということで、その辺は少

し説明不足があったことについてはおわびを申し上げたいと思います。以上です。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

○中村努委員 ２３５ページの交通安全対策諸経費のところで、これはちょっと確認なんですが、県民共済の関

係で対象者についてですけど、住民がそうだとは思うんですが、小中学生の場合、学校だかＰＴＡだかで同様の

ものがあるので、小中学生の部分は除いて加入しているというような状況が私の周りではあるんですが、何か市

として統一した見解とかそういうのはありますか。 

○都市計画課長 小学校、中学、それから保育園はですね、学校それから保育園単位でですね、加入をしてます。

私たちは１人４００円ですけども、その子供さんたちは１人１００円で加入ができるという状況になって、その

中で取りまとめています。 

○中村努委員 はい、わかりました。ちょっと続けていいですか。２４１ページの道路維持改良事業の中の先ほ

どの用地取得費２９３万円で、あの例の田川左岸のあの場所ですけど、これは毎年担当部のほうでも大変意欲を

持ってやっていただいてるんですが、ちっとも進まないというところがあって、これ予算化されたってことは見

通しができたということでいいわけですか。 
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○建設課長 委員御指摘の場所でございますが、いろいろと、買収する土地にいろいろの権利管理がついており

ました。地主のほうもいろいろ整備をしてきて、買えるような見込みが見えてきましたので、今回計上させてい

ただきました。 

○中村努委員 そうすると、工事完了までの見通しっていうのは、どのくらいになるのでしょう。 

○建設課長 ２６年度を予定しております。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。 

○丸山寿子委員 ２３７ページの下のほうの地域振興バスの運行についてなんですけれども、その下のところで

地域交通利用計画ということでいろいろ研究しているということでありますが、地域振興バス、全地区通ってい

て、１００円で大人にとって大変全員安くて配慮していただいてはいるわけなんですが、その料金の見直しも含

めてなんですが、前から委員会でも発言させていただいてますけれども、高齢者のやはり、今、運転の状況で非

常に全国的なことでうちの市だけではないんですけれども、そういった意味で高齢者がバスを利用して、個人差

はあるけれども、車の運転から公共機関を使うようにというような意味で、何かそういったことの近隣の市町村

の調査ですとか、いい例のある自治体ですとか、そういったところも調べていくのかどうか、ちょっとその辺に

ついてお願いします。 

○都市計画課長 委員さんの今おっしゃられたとおりでございまして、大変高齢者の方の配慮した交通対策とい

うのをしてかなきゃいけないと思います。その中でもですね、人口動態ってのをこれから見きわめてやっていき

たいっていうのが１つあります。近隣のよく市町村で言うとですね、高齢者の方の免許返納制度、制度じゃない

んですがそれがありまして、それに伴ってですね、例えばタクシー券を補助するとか、そういった取り組みも近

隣市町村ではよく新聞記事等で目にしますので、そういった形のものもひとつ研究をしてかなきゃいけない部分

かなっていうふうに思っております。高齢者の方が、どんな目的でどのような場所に主に行くのかっていうこと

もですね、これはよく把握をしてですね、その辺に合致したような運行形態っていうものをやっていきたいとい

うふうに考えています。 

○丸山寿子委員 ぜひお願いしたいと思うんですが、前に言いましたように、安くするための回数券とかってい

うんではなくて、バスも何か券を出していただいて、タクシー券もですけれどバスの券も何枚か出していただく

というのもいいんではないかなというふうに思っております。ちょっと先日も市内の高齢者を抱える家族の皆さ

んの集まるところでも、やはりそういったことも出ていて、警察の方も来てほかの認知症の関係の説明のところ

に来ていただいたんですけど、やはり何ですかね、警察も規制っていうかそういうことができないんですけれど

も、もう少し何ですかね、そういった高齢者の運転に対することで啓発的なことができないかというような意見

も出ていましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、済みません、続けて違うことをお願いします。済みません、２４３ページの先の、これも街なみ環境

整備のところなんですが、この道路につきまして平沢は、奈良井宿と同じような感じの道路整備にしていくとい

うことでよろしいのか、その辺、確認をお願いします。 

○まちなみ担当課長 基本的に中山道の部分につきましては、奈良井宿と同じような茶系の舗装になります。そ

れ以外の道路につきましては、ちょっとイメージを変えるということで灰色系の舗装ということで２種類の色で

広がります。排水路につきましては道路の下に入るような形で、表面には管理ますの部分が出てくるような形だ
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けの独特の整備になります。 

○丸山寿子委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。 

○副委員長 先ほど広丘西通線の話出たもんですから、ちょっと地元に戻ってまた年度末なものですから、連日

会議の中で出てくるもんですから確認です。予算説明資料の３３ページの一覧表から見ますと、予算書は２４９

ページで内容について３３ページに書いてありますが、これ見ると、まさに途中郷原も入りますけども、まさに

堅石地区の部分だけが抜けてる感じでございまして、おい西條、堅石何か悪いことしただかってこういうこと聞

いて、きのうの夜も地区の会議で、アルコール入ると皆さんお元気になるもんですから、お前何やってるって話

なもんですから。１２月１２日、昨年ですね、地域で堅石区民センター使って説明会していただいた、地区の要

望も聞いていただいたもんですから、その経過、今後は見直しについて、それについては私が説明できれば、答

弁でもいいんですが何か方向を教えてください。 

○都市計画課長 広丘西通線の堅石の部分ですけども、先ほど予算の中で、来年度はそれからいわゆる北側をや

っていきたいということで御説明をさせていただきましたが、１つは今の堅石の部分につきましては、今地元説

明を昨年やって見直しについてですね、地元説明をやった中でですね、私どもとしては既存の道路を使った、非

常にもうある程度広い道路があるもんですから、そういった道路を利用した都市計画道路の見直しってのもある

んじゃないですかっていうような話もさせていただいたりした中で、地元のある方の意見では、県道のまましっ

かりやってもらいたいっていう話もあったりということで、そういった見直しのですね、検討候補路線に堅石の

部分がちょうどなってまいります。それもございますし、１つは県道の今村橋のですね、改良って言いますか、

かけかえっていう話も昨年ちょっとそんなような話もございまして、県のほうでもそれはまだ何とも言えないっ

ていう状況らしいんですが、いずれにしても北部公園まで仮の道路があいてるんですが、あの北部公園を防災の

ある程度の位置づけになってますのでうまく活用を早くしていきたい、そういった意味での活用を早くしていき

たいっていうことと、北部公園までは仮の道路もあいてますので、それから先県道までをですね、優先的に市と

しては何しろあけて、その後堅石地籍に入っていわゆる原新田ですね、入って、原新田の交差点の渋滞ってのも

よく存じておるつもりですので、その渋滞の部分の解消というのをですね、その次にやっていきたいということ

で考えております。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 また今週末、地区の公民館の会議がある中で、またあと多分その話出てくると思いますが、大まか

でいいんです。私、その場に１２月１２日も場にいたもんですから、その強い発言、市の御案内してる課長のマ

イクまで取っちゃって前へ出てって、どんどんとスクリーンをたたいて、こうじゃなきゃいけないって、その言

ってる方の意見もあると思うんですが、具体的に名前言いませんけど。その辺でね、例えば歯科大から広陵中の

辺のとこ通ってという案、そこから先はいろいろ問題あると思うんですけども、その辺ぐらいをちょっと何かこ

う流してもらえると、今週末の会議、私、するっといけそうなんですけど。そういうとこは何か全然見直し案は

出てきませんでしたか。 

○都市計画課長 まだですね、その辺のところ、構想としては、大まかな構想としては１つはあるんですが、ま

だ地元の方にですね、それをこうだっていう話でできる段階ではないと思っております。またその辺につきまし
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てはですね、大変地元の話の中で出てくる部分だと思いますけども、いろんな方の意見もございますし、今、都

市計画道路として規制がかかってる方が、今度、今まで規制があったんだけども、例えばルートを変更すること

によって規制がかからなくなる。今までの規制に対してはどうなんだっていう話も当然出てきますので、その辺

のナイーブな部分もございますので、ちょっと今、その辺についての構想っていうのをお話しできる段階ではな

いというふうに思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 はい。重々わかっておりますので、いろいろと課長、皆さん御苦労してると思いますが、よろしく

お願いします。要望しまして終わります。 

○委員長 ほかにはありますか。 

○中村努委員 ちょっと今のに関連するんですが、大分課題になっているところに着手が始まるというような、

先ほど御説明でした。これ議会報告会でもそうですし、それぞれの議員がそれぞれの地元で見通しなんか聞かれ

ることが非常に多いんで、この全体的な工程図みたいなものはできますか。 

○都市計画課長 本当はですね、道路のセットプラン的なものがですね、お示しできればいいんですが。いかん

せん都市計画道路の事業費が大変大きいということがございますし、現実的に、例えばお示しをしてもですね、

きっと１０年、２０年、３０年先っていうようなもの、ちょっと途方もないような年数がかかるようなものとい

う形になってまいりますので、いずれにしても箇所的にですね、市が優先的にどの部分から進めたいっていうよ

うなお話はさせていただけるのかなっていうふうに思っています。 

○中村努委員 この予算に載っている箇所、何かしら着手ができた部分のみならできそうな気もするんですが、

いかがですか。 

○都市計画課長 来年度新たに着手をします高出地区と今の原新田地区につきましては、ある程度の構想を持っ

ておりますので、その辺のところはお話をさせていただきます。 

○中村努委員 年度末でもありますので、そういったものをできれば全議員に渡るような手配を要望しておきま

す。 

○委員長 要望でいいですか。 

○中村努委員 はい。 

○委員長 ほかにはありますか。 

○永井泰仁委員 もう１個あった。Ｆパワー関連の道路改良等をしっかりやっていただいているところでござい

ますが、御存じのように塩尻市の財政は非常に厳しくて、基金から５億５，０００万円の取り崩しもしたりです

ね、それなりバランス見ると、４億９，０００万円近くバランスが取れないということで、財政も非常に厳しく

なってきてるということでありますが、それにも増して片丘地区のいろいろな道路の拡幅改良の要望も、どこま

で手がつくか知りませんけれども、担当課も大変だと思います。そうした中でこのＦパワー事業ってのは、基本

的に県のプロジェクト事業ですから、基本的には県がもうちょっとですね、積極的に支援するように、もうひと

交渉県に対して強力にね、現場を見に来てもらったり、いろいろ話をしていく必要があろうかと考えてます。例

えば根治垣線なんていうのは、できたらですね、市じゃなくて県のほうへしっかりやってもらうような、そうい

うふうにまた仕向けたり現場を見に来てもらうってことが大切ですが、百瀬課長、この辺、どんなふうに考えて
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ますか。 

○建設課長 委員御指摘の信州Ｆパワープロジェクト事業でございますが、これは塩尻市のリーディングプロジ

ェクトでございます。どうしてもやらなきゃいけない道路でありまして、委員御指摘の根治垣千本原線、これ確

かに県道からつながってくる側道上がってくるところでございます。これ、現在両サイドの側道をやるように予

定にはなっておりますので、私どもも県のほうと、ある程度軌道に乗ってきたら、その場面でちょっと県のほう

にいろいろと御協力等を強く要望していきたいと思っております。以上です。 

○永井泰仁委員 課長の答弁でいいかと思いますが、何しろ塩尻市の財政はね、うんと苦しいっていうことを県

に言って宣伝して、ぜひ助けてくれってことで、県の金で少しでもやらせるようなね、そういう努力もやっぱり

大事だと思うんで、また今後しっかりやってもらいたいと思います。以上です。 

○委員長 ほかにありますか。 

○金子勝寿委員 ２３７ページのですね、交通安全対策事業諸経費の中の中段、塩尻交通安全、安協に対する補

助金なんですが、負担金ですね。二、三年前の監査報告で、いわゆる基金残高が多い中で例年同じ金額が出てい

るといった指摘があったんですが、この辺、基金、また運用、安協の、その辺まできちんと昨年と同じ予算金額

が計上してあるんですが、この辺のことしも例年同じでいいと考えて盛ったのか、それともその辺まで少し見て

監査の指摘等を受けて予算を組んできているのか、情報開示も含めて答弁お願いします。 

○都市計画課長 今の基金残高のお話でございますけども、ちょっと済みません、私、細かい数字、今、手元に

なくて恐縮なんですが、１つは負担金でございますけども、昨年と同じ金額でございますけども、２６年度につ

きましては、先ほどもちょっと予算の中で説明をさせていただきましたが、共同事業という形で高齢者に向けた

タスキの配布もですね、若干半分ずつ持って市とやるという形での話をさせていただいているといったこともご

ざいまして、同額の負担金ということで計上させていただきましたが、ことに今、委員さんのおっしゃるように

この負担金の額についてですね、申しわけありません、具体的に細かく検討をしたということではございません。 

○金子勝寿委員 基本的なことで私が申し上げることではないんですが、あらかじめ算出する予算ですので、例

年どおりつくることはいいと思います。監査でね、何年か前に指摘された後、金額が多分若干減ったぐらいでそ

のままきてますんで、市の負担金以外も安協さんは収入がありますので、その辺、付加も含めて他の市町村と比

べてみて、例えば総額の予算に対する負担金の割合がどのくらいかっていうのを、横をちょっと見ていただくだ

けで、また逆に足りなかったら出さなきゃいけないと思いますし、その辺少し御検討をお願いしたいと思います。 

 済みません、続けます。また済みません、中野課長ですが、地域振興バスの運行委託料の中で、乗者数が巡行

後５年くらいでだんだん右肩下がりになってきてはいると思うんですが、その辺、運賃収入、ちょっと決算書の

数字あったかと思うんですが、ちょっと教えていただけますかね。できれば３年ぐらい教えていただければ。 

○都市計画課長 済みません、ちょっと調べさせていただいてよろしいですか、数字を。 

○金子勝寿委員 多分、運賃収入下がってきていると思うので、その辺、必要なものですから、これは公共交通

として足は維持していくんですが、いわゆる毎回よく一般質問でも申し上げたりもするんですが、地域振興バス

を使って買い物に行く、お医者さんに行くといった、いわゆる便益を利用者以外で受ける方から広告料なり、も

しくは運行補助金と、もしくは運行負担金という形でですね、とある市ではこの運行自体も公社とかいわゆる第

三機関にお願いをして、中で回すような予算組みもしている取り組みがありますので、ちょっと研究だけはして
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いただけないでしょうか。これを人口が減るのでふやすっていうことはなかなか難しくなってくるので、じゃあ、

もうちょっと収入のあり方をですね、考えて、行政から出る税金の負担を減らすような形も少し考えていただく

と、民間の知恵も入ってくるのかなと思うんで。ちょうどこの利用計画策定が出されるので、この辺で、コンサ

ルさんにお任せしてる部分が大きいと思いますが、毎回同じのではなく、ちょっとその辺、知恵を絞って次への

提言もしていただければと思いますので。答弁を。 

○都市計画課長 まず運賃収入の関係ですけども、平成２１年度くらいからちょっとお話をさせていただきます

と、平成２１年度が１，６１１万３，０００円余です。２２年度が１，５６３万１，０００円余、平成２３年度

が１，５７４万４，０００円余、平成２４年度が１，５８０万９，０００円余というような状況でございます。

ピークはですね、平成２０年がピークでございました。１，６９３万８，０００円、約１，７００万円ぐらいあ

ったということでございますが、その後は下がっておりまして、今のところ上がったり下がったり横ばい状態く

らいのところだと思います。今のお話のとおりですね、運賃の１００円についてはですね、いろんな行政評価の

委員会の中でも御議論、御意見いただいておりますし、１００円が高いのか安いのか、ただにしてもいいんじゃ

ないかっていうような話も中にはございました。その辺のところをですね、検証をしていきたいっていうふうな、

１つはコストも含めてですね、やっていきたいと思っていますので。今の委員さんからいただいたその便益の部

分、それから広告料とか負担金とかですね、そんなところも研究をさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○金子勝寿委員 はい、結構です。 

○委員長 ほかにはありますか。 

○中村努委員 また市営住宅のことをお聞きをします。これは市営住宅、住宅費の中に市営住宅から雇用促進住

宅、定住促進住宅全部入っていると思うんですけども、この維持管理経費の中でいわゆる住宅の駐車場にかかわ

る経常経費っていうのは幾らになるんでしょうか。 

○建設課長 ちょっと今、資料がございませんので、後ほど御報告させていただきます。 

○中村努委員 それと、３年に１回の使用料の見直し、これは駐車場の部分についてはあったんでしょうか。 

○建設課長 担当係長から御説明します。 

○住宅係長 駐車場については、使用料の見直しという意味ではなくて、今回３％消費税の関係で上げておりま

す。 

○中村努委員 恐らく駐車場だけにかかわる経常経費ってなかなか想定ができないもんですから、人件費の中に

若干含まれるのかなという程度なので、要は条例改正のことにつながるんですが、市営住宅の人から駐車場の料

金が何で上がったのって我々が聞かれたときに、要は課税対象なので改定の後そこに転嫁しましたっていうよう

にお答えすれば、それで大正解なんですね。 

○委員長 答弁を求めます。 

○建設課長 委員おっしゃるとおりであります。後ほど調べて答弁します。 

○委員長 それでは、午前１１時半まで休憩といたします。 

午前１１時１９分 休憩 
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午前１１時２９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。ほかには何かありますか。 

○丸山寿子委員 ２４１ページの除雪対策事業に関連してなんですけれど、この事業の件というわけではないで

すが、２回の大きな大雪で市のほうとしても懸命に除雪をしていただいたと思うんですけれど、議会の本会議の

初日の市長の総括説明で、２回目の雪が９０センチも降ったというのを、私としては初めて耳にしたのでちょっ

と驚いたと言いますか、かなり降ったとは思ったんですけど、９０センチというのは本当に驚きだったんですけ

れど、もう少しこの今の状況をどのくらいかという、どのくらい降っているということを市民に知らせたほうが

いいのではないかというちょっと感想を持っています。単純にですけれど、松本と塩尻と比較して除雪がどうだ

とかっていうのは市民の方々から言われるんですけれど、どのくらい降ったかがちょっとわからない中で、標高

差もあるし、２回目の大雪になる前の日に松本に会議に行ったんですが、雪の解けてる解けぐあいが全く違う状

況は見てきたんですけれど、そこにまたさらにすごく降ってるわけなんですが、それは単にこう何ですかね、言

われるからどうこうということだけじゃなくて、やはりその分被害もやっぱり大きくなると思うんです。外出す

ると危険だったりとか、それから農業の施設にも影響ありますし、積雪がどのくらいかっていうのは防災のほう

の担当なのかもしれないんですけれど、各こちらの経済建設のほうの担当の部署にも影響することだと思うので、

連携してもう少し状況を流すべきだと思うんですけど、どうでしょうか。 

○建設事業部長 担当はですね、消防防災のほうになります。私どもも実はおっしゃったことに近いようなこと

を思ってる部分もありましてですね、道路の除雪の対応に追われるという状況でございますので、それについて

は今後対策本部の中でですね、私たちとしてもきちんともう少し小まめに出すということも含めてしていただく

とありがたいかなと思っております。 

○委員長 ほかにありますか。 

○丸山寿子委員 防災のほうで、外出を控えてということですとか警報というようなことで出してもらったので、

大分自分たちが組んだイベントも中止をそれぞれに知らせやすかったというようなことはあったのはよかったと

思うんですけれども。あとですね、ちょっとまた標高のこと言うと笑われるんですけど、片丘の小学校のところ

で７１０メートルで、塩尻はブドウの産地で７００メートルと言ってる割に市役所が意外と標高が高いというこ

とを認識がされてないんですよね。だから雪も解けにくいし、開花も遅いんですけれども、そういう塩尻のやっ

ぱり、何と言うんですかね、土地のそういう状況っていうんですかね、そういったこともやはりもうちょっと認

識していただいて、雪が解けにくいところだということも職員の皆さんの中にもちょっと認識していただきたい

なといって、対策を早めにしていただきたいなということを要望したいと思います。 

○委員長 要望でいいですか。 

○丸山寿子委員 いいです。 

○委員長 ほかにはありますか。 

○議長 １つ、私のほうから言うのもあれですが、いわゆる２３９ページのね、各負担金ね、私も議長で出てい

ましたけども、本当に驚いたのはですね、この負担金がね、結構多く残ってるところがあるんですよね。という

ことは、その負担金が各市町村から要するに負担金で集めるにもかかわらず、活動はそんなにあまりやってない

とかね、そういったのがあると思いますし、こういうやっぱり負担金は十分見直ししていただいてね、必要なら
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必要だし、ここに書いてあるこういう各同盟負担金というのは必要だと思うんだけど、それならならでね、もう

少しここの連盟の人たち、入る人たちがね、もっと活動をしてほしいと思うんです。特に言えるのは、建設部長

なんかがね、各市なり町村の部長はもうみんなそこにかかわっていますので、そういう人たちはできるだけ在籍

を長くしていただいて、この活動のですね、組織をもう少し力を強くしてもらいたいと思うんです。何となく私

入ってみて、おや、こんなに残ってるが、何でこんなに活動してないのかなと。もしそうだったら、その負担金

を少し見直したらいいじゃないかというような気がしましたので、その辺はちょっと答弁、部長いかがですか。 

○建設事業部長 私も同様のことを感じた会合がございます。そういうことを発言したこともございますが、今

の政権になってから１年ちょっとたちますが、前の政権の時代に、３年間ぐらいあったわけですかね、なかなか

陳情がうまく中央に届かないというような実態があって、少し陳情について停滞したということが少し影響して

いるのかなという、そういう、ちょっとそれは出ました。活動をしてほしいということはそのとおりでございま

して、必要な道路についてはやはり自治体を越えてですね、きちんと活動をしていかないと中央のお金があんま

り来ませんので、それについては、それぞれの同盟会あるいは協議会の中で発言をしていきますし参加もしてい

きたいと思っております。前段で総会の前に必ず幹事会とかそういうのがございますので、それの中で発言をし

ていきたい。ただ、非常にメインがですね、塩尻は１９号が非常にメインでございますけど、それ以外のところ

はやはりサブ的な立場というのが、それが非常に多いもんですから。それでも一緒に持ちつ持たれつのところが

ありまして、支えてやらないと全体としては力が上がっていかないと言いますかね、地域としての力が上がって

いないところがあります。それもサブ的な立場ではありますけども、そういった部署へも参加していきたいと思

っております。 

○議長 ぜひそういうもんでね、やっぱりここに加盟するんだから、確かに今の言う塩尻がね、主体じゃないと

ころがあります。だけど、要するにそういうイメージでですね、頑張っていただいて、組織でちゃんと各自治体

で負担してますんで、それに合うような活動を、例えば陳情するとかね、要望するとか、このところはやるにし

ても、全体的にね、もう少しそういう雰囲気つくって、会費を払ってるんだから使ってもらいたいと思うんです。

要望です。 

○委員長 ほかにありますか。 

○中村努委員 除雪についてですけど、補正のとこで聞こうかなと思ったんですがちょうど出たので、２４１ペ

ージですけれども、除雪協力助成金についてですが、これ多分、年末くらいに区長さんたちに御説明されている

というようなことですが、今回のを見てですね、経費を請求できる人、完全にボランティアでやってる人、その

区分がちょっと不明瞭でよく分からないんですが、どういった場合にこの助成金というのがもらえるのか、その

基準をちょっと教えてください。 

○建設課長 担当係長のほうから御説明します。 

○維持係長 除雪作業の協力助成金ということですが、そもそも私どもが除雪路線で雪のかかない以外の道を生

活道路という分けでさせてもらってますが、その生活道路につきましては、ぜひ皆さん協力し合ってかいていた

だけませんかということでお願いをしてきてるんですが、ついては、その費用に対しては、業者並に払うわけに

いきませんけれども燃料代ぐらいにはなるようにということで始まった助成金です。年末前に各区長さんにそれ

ぞれ申請書を出してもらいます。その時点で、うちの区は申請しないというところもありますが、実際今度実績
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を上げてもらうんですが、そのときにも、書いてもらったけれどもボランティアなのでいらないという、計画は

上げたんですがボランティアであるので請求しないという方もいます。うちどものスタンスとしては、助成金と

いう形でいくらまで出るので実績として上げてくださいという言い方でお願いしてまして、今回から、小さい手

押しの除雪機から大型の重機までということで金額を分けさせてもらいました。それでもまだ実際、本当にボラ

ンティアとしてでなくて作業として対応する費用には足りないと思いますが、あくまで助成金だということで、

その意味合いで理解してくれる方というか区からの依頼があった人で、それを納得してくれる方に対しては実績

で上げてくださいというスタンスでやっております。 

○中村努委員 やっぱりですね、なかなかこういう事態ですと、協力してくださった方も言い出しづらいところ

があるのかなということも感じています。これ、区長さんだけじゃなくて住民の皆さんも知っていただくことに

よって、例えば区長さんみずからやったような場合なかなか請求っていうのは出しづらいので、その辺もう１回、

この制度の申請と助成のあり方っていうのを私は見直したほうがいいのかなと思います。区長さんの知らないと

ころで重機出してやってくれた方も中にはいらっしゃるんで、その辺の把握の仕方、その辺ぜひよろしくお願い

します。 

○副市長 御指摘ごもっともだと思います。今回の場合はですね、通常の場合のこの助成制度を使ったいわゆる

区に対しての補助の仕方とですね、今回は緊急事態ということもございましたので、対策本部の中でですね、各

区が業者等に直接依頼をして除雪をしていただいたもの、それから各区で手持ちの重機でですね、ボランティア

と言いますか、住民の方がやっていただいたもの等々もですね、いわゆる助成の対象にしていこうというふうに

決めてですね、今回は対応させていただきました。ただ、それが途中でこういう事態の中で、本部でそこまで上

乗せしてやるということがですね、なかなか各区に徹底をしていかないという事態がございましたので、私ども

としては、各支所とかあるいは区長さんのところへですね、そういう旨を御連絡をしてできるだけ体制を整えて

やっていただきたいということはお願いを申し上げたつもりでございます。したがって、今、委員御指摘のとお

りですね、通常の場合の助成の体制と、今回のような大雪の体制で対策本部が立ってですね、対応しなくちゃい

かんということでですね、ちょっと分けてですね、私どももきちんと考えていくというふうな方針を今、本部の

中で持っておりますので、今回の反省を踏まえてですね、その辺は整備をしていきたいというふうに思っており

ます。 

○中村努委員 では、ぜひそんな形で、ぜひよろしくお願いします。 

あともう１点、雪捨て場の設置についてですけど、ほとんどが南部にしかなくて、北部の方は小坂田が開設さ

れましたといっても、とても持って行けるような状況でないので、ちょっと北部方面については、奈良井川ある

いは田川等の河川敷等を利用できないかというような要望もあるんですけれども、その辺の手続き的なこととか

いろいろ、どんなもんなんでしょう。 

○副市長 私が一応対策本部の部長なもんですから私のほうから答弁させていただきますが、今回ですね、実は

平成１０年のときは奈良井川とかですね、雪捨て場を開設させていただきましたが、今回の場合はなんせ入り口

がですね、除雪ができないということで、奈良井川の川へ持って行くためのルートの開設に非常に手間取りまし

た。それから北部公園を候補地として選定をしたわけでございますけども、これもですね、今、都市計画課長の

説明がありましたとおり、吉田側からしかアクセスができないというようなことでして、実は開設について非常
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に、特に広丘吉田方面の雪捨て場はですね、そういうことで御迷惑をかけたということでございます。したがい

まして、こういう教訓をですね、引き続き生かさせていただいて、雪捨て場がどうしても必要になるもんですか

ら、できるだけ近いところへですね、あらかじめ指定をして開設をするという準備も進めております。ただです

ね、雪捨て場を１つきちんと開設をするとですね、そこに重機を数台投入をしなくちゃいかんということもござ

いますのでですね、その辺の道路の雪かきの状況、それから重機の配置の方法等々も勘案させていただいて適切

な対応を図ってまいりたいというふうに思っております。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。 

○副委員長 先ほどの生活道路の除雪の件でちょっと要望で、下の段の上にでも足しておいてもらいたいんです

が、この時期冬というのはやはり農閑期、暇でございまして、地元堅石の農家の方で３軒ほど御電話いただいた

んですが、大型トレーラー、農機の中にそういう除雪できるものを持っていると、これ出していいだかいって来

たんですけど、区長の判断になるので区長に言ったんですが、区長が即決できなくて、結局生活道路の除雪を自

分の周りしかできなかったという、これもちょっと下のところに、区長にそういうのを使えるのであればどうぞ

ってあれば。 

○建設事業部長 あります。 

○副委員長 ありますか。そうですか。お願いします。 

○建設事業部長 先ほど担当課長のほうから話しましたけども、こういう機械の機種を載せた写真つきでですね、

この中に、トラクターとか軽トラのブレードつきのやつも入ったものを区長さんには１１月の３０日ごろですが、

全部郵送してございます。ですから、なかなかね、結局十何年に一度ですので、区長さんも全部目が行き届かな

いというのが、それがちょっと実態のところがありまして、その書類がどこへ行ってしまったかわからなくなっ

てしまったというのがちょっと実態だと思います。 

○副委員長 わかりました。済みません。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 いいです。 

○委員長 ほかにありますか。 

○金子勝寿委員 せっかくなので除雪関連で。重機の借り上げを、たしか順次導入していくという話で、業者さ

んにお貸しするという中で、基準というかですね、どんな計画とまではまだなかなか言えないかもしれませんが、

業者間のバランスもありますので。その辺、今後の方針、現状の業者には告知しているんですか。ここの方針だ

け教えてください。 

○建設課長 市内の建設業界を中心に今は除雪の業者３３社ございます。その中の今持っている業者の重機の保

有数等を確認し、その中で、路線の重点性とか大きな重機の使える場所とかいうものを加味しまして、その選定

をしていくものでございます。 

○金子勝寿委員 夏は引き続き使っているということで、そういう理解でいいですね。 

○建設課長 夏は災害時に使う予定でおります。普段の仕事では使いません。 

○委員長 ほかにありますか。 

○金子勝寿委員 あと済みません、別。広丘、２５３ページですね、広丘駅周辺のパーク＆ライドの関係で、特
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別委員会のほうで説明があったかもしれないですが、パーク＆ライドのいわゆる料金設定、月決めの部分もあっ

たと思うんですですが、いわゆる時間当たりの値段とか教えていただけますか。 

○まちづくり推進課長 現在は土地開発公社で管理しております。暫定的に月決め駐車場という形で使用してい

ます。金額的には月４，０００円だそうです。現在２５台が契約をしているということでございます。来年度パ

ーク＆ライドの駐車場設定を進めてまいりたいと思いますけども、利用料金、利用形態につきましては、これか

らしっかりと具体的に検討していきたいというふうに思います。ただ、パーク＆ライドというのは、基本的には

車で最寄りの駅のところに行って、そこからバスとか電車とか公共機関を使って行くのが一つのシステムになっ

ております。しかしながら、広丘駅の周辺の整備ということも今進めておりますので、そういった形の中で、そ

のパーク＆ライドの駐車場がどのような使い方ができるのか、そういった含みをですね、持ちながら利用形態、

利用料金、適正な価格を設定していきたいというふうに考えております。 

○金子勝寿委員 ちょっと特別委員会のほうを私傍聴してなかったんで、わかりました。多分料金設定について

は平田駅の料金設定との、ある程度勘案した部分の設定が必要にいずれなってくると思いますので、その辺あま

り差がないような形でお願いをできればなというふうに思います。以上です。 

○委員長 要望でいいですか。 

○金子勝寿委員 結構です。 

○委員長 ほかにはありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第４２号平成２６年度塩尻市一般会計予算について中、歳出４款衛

生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働

費（１項労働諸費３目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害

復旧費については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４２号平成２６年度塩尻市一般会計予算について中、歳出４款衛生費中１項

保健衛生費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労

働諸費３目ふれあいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費につ

いては、全員一致をもって原案のとおり可決するものと決しました。 

それでは、１時まで休憩といたします。 

午前１１時５１分 休憩 

            

午後０時５９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

本日の視察の件でございますが、審査のほうが盛り上がっておりますので、本日は中止といたしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。それでは、次に進みます。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４６号 平成２６年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

○委員長 議案第４６号平成２６年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、予算書の４４９ページをお願いいたします。議案第４６号平成２６年度塩尻市簡易

水道事業特別会計予算になります。歳入歳出予算第１条でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億８４４万４，０００円と定めるものでございます。 

４５５ページをお願いいたします。歳入になります。主なものについて説明させていただきます。１款使用料

及び手数料１項使用料の１節簡易水道使用料でございますが、平成２５年度の使用料収入の調定見込額に人口増

減率を乗じた額を見込んでいるものでございまして４，８６７万８，０００円でございます。 

２款の繰入金１項他会計繰入金になりますが、一般会計からの繰入金で５，０６４万５，０００円を計上いた

しました。 

４款諸収入の１項受託事業収入でございますが、受託工事収入といたしまして９０４万８，０００円を計上し、

内容につきましては、消火栓１基、また平沢地区街なみ環境整備に伴う給水管布設替工事でございます。 

４５９、４６０ページをお願いいたします。歳出に移ります。１款経営管理費１項総務管理費になります。右

側の説明の丸２つ目でございますが、一般管理事務費の主な内容でございます。上から５つ目のポツでございま

す。使用料徴収・収納委託料２４３万５，０００円でございますが、水道事業会計への給水人口割にて支払いを

するものでございます。 

２款施設管理費でございます。１目の維持管理費でございますが、最初の丸、量水器維持管理費につきまして

２つ目になりますが、検満メーター取替委託料で、計量法に基づく有効期間８年を経過したメーターの取りかえ

で５８３カ所を予定し、４０３万円でございます。次のメーター費１８０万６，０００円でございますが、検満

メーター、新規メーター、破損メーター、合わせて１２３個を予定しているものでございます。私からは以上で

す。 

○浄水担当課長 同じく維持管理費、上から２番目の白丸でございます。浄水施設等維持管理費でございます。

９９８万６，０００円でございます。これにつきましては、浄水施設の維持管理費及び水道法に基づきます水質

検査の実施、またそれに伴う運転費用等でございます。主なものについて御説明いたします。上から３つ目の黒

ポツ、電力使用料でございますが、１浄水場、３カ所の配水池、３カ所のポンプ施設の稼働に伴います電気料で

ございまして、２７７万６，０００円を計上させていただきました。その下、２つ下の黒ポツでございますが、

営繕修繕料、楢川浄水場の膜ろ過施設の修繕工事１０２万６，０００円ほか小破修繕でございまして、１１７万

６，０００円を計上させていただいたものでございます。下から４つ目の黒ポツでございます。水質検査委託料

でございますが、水道法に基づく水質検査の業務委託でございまして、原水１カ所、浄水４カ所の水質検査につ

いて年１回の全項目から毎日検査を行うものでございまして、３６７万８，０００円の計上をしたものでござい

ます。私からは以上です。 

○上水道課長 それでは、１ページめくっていただきまして４６１、４６２ページをお願いいたします。同じく

１目維持管理費でございます。施設整備維持管理費につきましては、水道の給配水施設の維持管理経費で１，０

２４万８，０００円でございます。その主なものにつきましては、２番目の黒ポツ、管路補修等工事９７６万円
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でございますけども、漏水調査等によります本管、給水管の修理、また消火栓の修理１基、平沢街なみ環境整備

に伴う配水管、給水管の布設替工事ということになってございます。 

その次の丸、情報化推進事業でございますけれども、平成２８年度上水道統合に向けた、楢川地区の水道施設

について上水道へのマッッピングシステムに組み込む費用として６００万円を計上してございます。これにより

まして上水道と簡易水道の水道施設を一体的に管理するものでございます。 

次の２款建設改良費１項建設改良事業費１目施設建設事業費でございます。簡易水道施設建設事業費につきま

して、あわせて予算説明資料の５０ページをお願いいたします。楢川浄水場の更新とあわせて連結管路網等を整

備し、楢川簡易水道と贄川簡易水道の統合に取り組み、平成２５年度、今年度ですけども連結管路網の整備が完

了となります。楢川簡易水道事業として一体的な運営が行えるようになりました。平成２６年度は老朽化しまし

た峠配水池のＦＲＰ製の容量１０立方メートルの更新費用として１，９００万円を計上してございます。これに

よりまして、平成１７年度から取り組みました本事業が平成２６年度完了となり、事業費は１１億２，９２４万

５，０００円となるものでございます。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、３款公債費１項公債費１目元金でございますが、長期債元金償還金でございまし

て３，８４３万７，０００円を計上いたしました。 

次に２目利子になります。長期債の利子償還金でございまして１，９８９万５，０００円を計上いたしました。

なお、残高見込額等につきましては、４６７ページに載っておりますので参考にしていただきたいと思います。

以上で、簡易水道事業の特別会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。ありませんか。 

○永井泰仁委員 楢川の簡易水道は平成２８年度に上水道と統合ということですが、水道料金の違いも若干出て

いますが、これからまた消費税が８％、１０％というような形になってくれば、上水道といわゆる水道料金も同

じ体系で調整して、すぐ切りかえられるようにしたらどうかと思いますが、その辺の考え方はどうでしょうか。 

○経営管理課長 委員さんのおっしゃるとおり、平成２８年に統合ということで現在処理を進めているところで

ございます。特に料金にかかわりまして、楢川地区の条例でまずは簡易水道と違っている部分、消費税が今まで

は外税でありましたけども、本水道事業と同じような内税という扱いにまずはさせていただきました。今後、平

成２８年までにはですね、料金は統一していくべきだというふうに考えておりまして、節目といたしまして、ま

だ消費税が上がることが私たちには本当かどうかりませんが、また軽減税率という手もありますけども、そうい

うものを機会にですね、できればそんな時点で料金の統合を図っていければというふうに考えております。以上

でございます。 

○永井泰仁委員 こういう統合とかそういう話は、旧楢川のどういう団体の皆さんと話は進められるんですか。 

○上水道課長 楢川地区のほうの振興会、また区長さん等にもお話を申し上げながら、それぞれ地元に入って説

明をしていくという形で体制を整えたいと思います。以上です。 

○永井泰仁委員 そうすると、２８年に向けて特にこれから課題となる、クリアしなきゃいけない技術的な問題

とか、あるいは変更認可申請とか、そういったことは特に問題なく進められるという判断でよろしいでしょうか。 

○上水道課長 平成２８年度統合につきましては国庫補助事業でございますので、もう国のほうに平成２８年度

に統合しますということで、市長名で回答してございます。それとあと簡易水道の統合につきましては、吸収統
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合と言いますか、上水道への統合となりますので県のほうへの提出ということで処理がされますので、そこら辺

の事務処理につきましては問題ないと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○永井泰仁委員 いいです。 

○委員長 ほかにありますか。 

○中村努委員 その統合との関係で起債の関係ですけれども、起債償還は統合後どうなっていくのか、それが水

道料金に反映してくるのか、その辺の見通しをお聞かせください。 

○経営管理課長 まずこちらの事業ですが、簡易水道事業ということで一般会計になっておりますので、今後で

すね、財政当局と打ち合わせしながらその方向を決めていきたいというふうに考えております。 

○中村努委員 じゃあ、統合後の水道料金と起債償還の関係は現時点ではわからないということ。 

○経営管理課長 今の段階では、しっかりした方向性は出ておりません。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

○水道事業部長 起債残高等の関係でございますが、統合という形になれば、今の簡易水道施設の資産を全て受

け継ぐ形になりますので、当然それに投資してきました起債については引き継いでいくという形になります。基

本的にはそういう形ですが、ただ、一般、市長部局のほうと詰めないといけない部分のところはですね、今回の

予算も見ていただいてわかるとおり簡易水道の使用料ではですね、公債費が賄えません。こういう状況の中で、

総務省の基準では２分の１額まではですね、一般会計から繰り入れを認めてますが、それ以上のものはですね、

一応基準外繰り出しというのもですね、一般会計のほうから考えていただけなければ、簡易水道事業を上水道事

業に統合することによりまして上水道事業者に対して新たな負担を求めるような形になるものですから、その辺

のところを調整していくということを今、経営管理課長のほうでお話をさせていただきましたので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

○丸山寿子委員 ４５６ページの受託工事収入のところで説明で平沢の街なみ整備ということを言っていまし

たけれども、これについては何か特色のある整備の仕方なのか。 

○上水道課長 先ほど建設のほうでも話がありましたように、平沢街なみ環境整備に伴いまして水路整備が行わ

れます。それに伴います給水管、配水管が支障になった部分につきまして、こちらのほうの受託工事という形で

新年度に向けてその布設がえをするという形になりますので、環境整備の水路の布設に伴います給配水管の布設

がえという形になります。 

○丸山寿子委員 それに伴う工事というだけであって、特別変わったというか、配慮してではなくて、例えば消

火栓なんかだと景観に配慮してというのはあるんですけど、というふうでいいですか。 

○上水道課長 配慮してということではなくて、既存の配水管、給水管が当たりますので、それを水路を整備す

るときに布設がえをしてまた戻すということになりますので、特段変化はございませんのでよろしくお願いしま

す。 

○丸山寿子委員 わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 
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○丸山寿子委員 はい。 

○委員長 ほかにありますか。 

○永井泰仁委員 これまで年次的に漏水調査をですね、実施をされてきているんですが、有収率は大体どんなふ

うに上がってきておりますか。 

○上水道課長 有収率につきましては、２３年度が８２．３％、２４年度が８２．９％ということで、０．６ポ

イントの上昇をしてございます。そういった形で上昇してございます。以上です。 

○永井泰仁委員 配水管のあれにしては、もうちょっと上がってもいいような感じですが、ほかのところの有収

率一般的にはどんなもんでしょうかね。上水道になれば配水管の延長も長いし漏るところが多いんですが、もう

ちょっと上がってもいいような感じがするんですが、大体ほかの各市もそんなもんでしょうかね。 

○上水道課長 ちょっと説明不足で申しわけございません。平成１９年のときの有収率ですけども、そのときに

は６１％という形の有収率でございました。そういったものが、浄水場の築造に伴いまして施設のほうを新しく

させていただいたり、あと漏水調査等を繰り返させていただく中で８２．９％という形で上昇してきてございま

すので、私どものほうとしてはいい傾向という形で解釈をしてございます。よろしくお願いします。 

○永井泰仁委員 いいです。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第４６号平成２６年度塩尻市簡易水道事業特別会計については、原

案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４６号平成２６年度塩尻市簡易水道事業特別会計については、全員一致をも

って原案のとおり可決するものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第４９号 平成２６年度塩尻市水道事業会計予算 

○委員長 議案第４９号平成２６年度塩尻市水道事業会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、別冊の水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業会計の予算書の１ページ

をお願いいたします。議案第４９号平成２６年度塩尻市水道事業会計予算につきまして御説明いたしますが、平

成２６年度より会計制度の見直しによりまして幾つかの項目が新しく計上されております。予算案説明資料、公

営企業会計制度の見直し概要を添付してございますので、また御参照いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

それでは、中段になりますが、収益的収入及び支出の第３条収入の第１款水道事業収益は１６億５，６６６万

７，０００円を計上し、支出の第１款水道事業費用は１６億４，０８２万１，０００円を計上いたしました。 

次に、資本的収入及び支出の第４条につきましては、２ページをお願いいたします。収入の第１款資本的収入

は２億３，４２３万３，０００円を計上し、支出の第１款資本的支出は８億９，８８７万２，０００円を計上い



27 

 

たしました。なお、差引不足額につきましては１ページの下段から３行目にございますが、６億６，４６３万９，

０００円で、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留

保資金で補てんするものでございます。 

次に、第５条企業債につきましては、限度額といたしまして２億１，７００万円とし、片丘浄水場移設更新事

業等に充当いたします。 

次に、第６条の一時借入金の限度額は１億円と定めさせていただきました。 

次の第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費にかかわる予定額に過

不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用ができるものとして定めるものでござい

ます。 

次に第８条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費３億５，５９９万１，

０００円を計上してございます。 

３ページをお願いいたします。第９条、他会計からの補助金ですが、市の施策に基づき施工いたしました水道

施設工事の企業債借り入れにかかわる元利償還金であり、市の負担割合に基づき元利償還金等の一部を補助金と

して補てんをしていただいているものでございます。５件で１，３１４万４，０００円となります。 

次に第１０条ですが、たな卸資産の購入限度額は、メーター費など１，１３５万８，０００円といたしました。 

４ページから８ページまでは、収益的収支、資本的収支の目別の内訳の実施計画になります。 

９ページをお願いいたします。こちらにつきましては、新会計制度で義務づけられましたキャッシュフロー計

算書になります。これは収入と支出を業務活動、投資活動、財務活動ごとに区分して表示し、経営成績や財政状

況を明らかにするものでございます。１の業務活動キャッシュフローでは、当年度純損失から、下に行きまして、

利息の支払額までの合計になりますが、６億１，４３９万５，０００円であり、２の投資活動キャッシュフロー

ではマイナス５億９，０２０万５，０００円となり、３の財務活動キャッシュフローではマイナス３，１４４万

２，０００円で、合計になります下から３行目の資金減少額はマイナス７２５万２，０００円で、資金期首残高

につきましては、平成２５年度末の現金預金で、また出てまいりますが、２０ページの貸借対照表の２の流動資

産（１）現金預金でありまして７億４，３４７万３，０００円であり、資金減少額を控除した資金期末残高につ

きましては７億３，６２２万１，０００円となります。 

次に１０ページから１５ページにつきましては、給与費明細書、債務負担行為に関する調書になります。 

続きまして、２２ページをお願いします。注記につきましても、新会計制度で義務づけられた注記としている

ものでございます。大きく５項目を記載し、２２ページには重要な会計方針、２３ページにはⅡとして予定キャ

ッシュ・フロー計算書等関連、Ⅲとして予定貸借対照表等関連、Ⅳとしてリース契約により使用する固定資産、

Ⅴとして、その他として新会計基準移行にかかわる経過措置を記載しており、２５ページ以降の予算明細書また

損益計算書、貸借対照表に反映されております。 

２５ページをお願いいたします。塩尻市水道事業会計予算説明明細書になります。内容につきましては、各担

当課長より御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、２６ページをお願いいたします。塩尻市水道事業会計予算説明明細書の３条予算の収益的収入及び

支出のうち、収入の主な内容について税込みで説明させていただきます。１１款水道事業収益１項営業収益１目
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給水収益の１節水道料金１３億９，００５万５，０００円で、こちらにつきましては、平成２５年度の実績調定

額をもとに計上いたしました。 

３目のその他営業収益２節手数料につきましては７２５万８，０００円で、主なものでございますが、諸経費

手数料１０７万４，０００円で、これは占用道路でございます。市道６８件、県道２件でございます。次のポツ

ですが、工事検査手数料２３９万５，０００円につきましては４８５件分でございます。同様に設計審査手数料

も１９３万円で、４８５件分でございます。督促手数料１８０万円につきましては、１万８，０００件分のもの

でございます。 

３節の他会計負担金５，９４８万２，０００円につきましては、消火栓修繕負担金が４基分、また下水道使用

料徴収経費負担金として、下水道また農業集落排水事業の負担金でございまして５，６０７万８，０００円を計

上してございます。 

４節の施設負担金２，０８３万８，０００円ですが、新規加入また口径変更等でございます。２１９件を予定

してございます。 

５節の雑収益でございますが、４６０万７，０００円で、主なものでございますが、簡易水道使用料徴収事務

受託収益ということで２４３万４，０００円を計上してございます。 

２７ページをお願いいたします。２項営業外収益１目受取利息及び配当金でございますが、定期預金２口分の

預金利息として３５８万７，０００円を計上してございます。 

３目の資本的繰入収益でございますが、４３８万円で、こちらにつきましては企業債の元金の償還金でありま

す。会計制度の見直しによりまして、４条予算の４項補助金の１目他会計補助金にもともとございましたが、こ

ちらへ移行されているものでございます。 

４目の補助金でございますが、他会計からの補助金で８７６万４，０００円について、消火栓用水６２０万円、

企業債利子償還金２５６万４，０００円を計上してございます。 

６目の長期債前受金戻入でございます。１億５，０９８万４，０００円につきましては、新会計制度によりま

す新たな項目で、今までは固定資産、管路施設等の取得にかかわります補助金等、固定資産からは控除され帳簿

価格として減価償却費を試算するというみなし償却ではありましたが、新会計制度につきましては、このみなし

償却が廃止によりまして、前年度における対象固定資産の減価償却費のうち補助金、負担金等に相当する額を長

期前受金として計上し、毎年度事業ごとに長期前受戻入として営業外収益に計上することとなったものでござい

ます。減価償却費見あい分に順次収益化するための措置でございまして、これにより、現金ではない収入が損益

計算書に計上されるものでございます。 

次に、７目雑収益３節のその他雑収益でございます。６１７万７，０００円で、主なものは、建物総合損害共

済災害共済金６００万円で、こちらにつきましては、平成２５年８月１５日の落雷による被害によりまして塩嶺

のポンプ施設等の共済金で６００万円を計上させていただいております。私からは以上です。 

○浄水担当課長 ２９ページをごらんください。２９ページからの３条予算収益的収入及び支出の支出になりま

す。１項営業費用１目原水及び浄水費につきまして御説明をさせていただきます。原水及び浄水費につきまして

は、原水の取水から浄水場、浄水施設の稼働、維持管理などにかかる費用と松塩用水などの受水費になります。

主なものについて御説明をいたします。 
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２０節委託料でございますが、水道原水から給水している水道水について水道法に基づく水質検査の委託料１，

６０７万１，０００円をはじめ、浄水場施設の機械設備等の保守点検など維持管理にかかわる委託料、この欄の

一番下の黒ポツになりますが、浄水場汚泥処分委託料では床尾浄水場、小曽部浄水場の汚泥３３０トンの処分を

予定し、５１７万５，０００円を計上しました。そのほか、３０ページからとなりますが、御好評をいただいて

おりますボトルドウオーター製造委託料では、３万本の製造を計画し２６６万３，０００円を計上、そのほか今

年度稼働停止しました芦ノ田浄水場用地の有効利用を図るために浄水場周辺地域の地下水源の探査に２２５万８，

０００円を計上して、以上の委託料を合わせまして３，２６１万７，０００円を計上いたしました。 

次に、２３節修繕費は、浄水施設、施設機器などの修繕にかかる経費で、上西条浄水場ろ過池、ろ過砂の入れ

かえ工事１，２２０万４，０００円のほか、浄水池、配水池、換気口、点検口の改修、小破修繕を含め２，０７

０万４，０００円を計上いたしました。 

その下、２８節動力費では、床尾浄水場を初めとする浄水施設、送水施設、配水施設の計７３施設の稼働にか

かわる電気料で３，７５５万９，０００円の計上をしました。 

次に３１節補償費は、水道水の安定供給に必要な原水取水にかかわる水源補償で、床尾浄水場関係の２水源に

ついて契約及び協定に基づきまして２４５万３，０００円を計上いたしました。 

その下、３５節負担金ですが、小曽部浄水場関係では中信平右岸土地改良にかかわる経費の負担金など３件、

片丘浄水場関係では、かんがい施設の管理負担金など２件、いずれも契約あるいは協定に基づき、合わせて１５

０万８，０００円を計上いたしました。 

その下の３８節受水費では、長野県企業局から松塩水道用水として１日当たり１万６，５００トン、受水単価

４７．９６円で３６５日受水をする受水費と、崖の湯など松本市との分水協定により年間分水予定水量５，６０

０立米を受水する受水費で、合わせて２億８，９８１万円を計上いたしました。以上により平成２６年度原水及

び浄水費は４億１，３５８万円となり、平成２５年度予算と比べると５５４万４，０００円の減となりますが、

これにつきましては芦ノ田浄水場の稼働停止に関連するものでございまして、減額計上となるものでございます。

私からは以上でございます。 

○上水道課長 引き続き３１ページ、２目配水及び給水費をお願いいたします。 

２０節委託料でございます。１，２４１万３，０００円の主なものについて御説明を申し上げます。右側の欄

の３番目の黒ポツ、マッピング閲覧システム委託料でございます。こちらにつきましては、塩尻市水道事業協同

組合と水道施設の共有化を図るため、組合で水道施設の情報を閲覧できるシステムを構築するため、委託料とし

て４１３万円を計上するものでございます。これによりまして、給水管、配水管の破裂事故等の対応等について

マッピングで情報共有し、修理用の資材の対応などを早める効果が期待できるものとし、災害時なども同様に対

応できるというふうに考えております。 

次の２３節修繕費の８，９６７万円の主なものにつきまして、２番目の黒ポツ、給配水管修繕でございます。

こちらにつきましては、過去の実績から１１０件を予定し１，６１７万円を予定してございます。３２ページを

お願いいたします。引き続き修繕費でございますけれども、鉛製給水管解消事業になります。別冊の水道事業会

計、塩尻市下水道事業会計予算説明資料の３ページの下段、鉛製給水管解消事業というところをあわせてごらん

いただきたいと思います。当初計画しておりました解消時期を１年前倒しし、平成２９年度末解消を予定しまし
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て、平成２６年度は７００件、７，０００万円を予算計上し、対象件数８，６０１件に対し、平成２６年度末累

計６，３５０件の解消、解消率７３．８％を目指すものでございます。 

次の３目受託工事費２６節工事請負費の５１万５，０００円につきましては、下水道関連の建設費に伴う給水

管の布設工事の費用でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、４目の業務費２０節の委託料、一番下段になります。５，９８９万４，０００円

の主なものにつきましては、検針委託料として３，５０１万４，０００円を計上してございます。年３９万６，

０００件の検針業務となるものでございます。３３ページになります。続きまして開閉栓委託料でございますが、

４５５万８，０００円を計上し年間約６，６００件の開閉栓を行うものでございます。下から２つ目のメーター

取替委託料１，７７３万４，０００円でございますが、計量法に基づく有効期間８年を経過するもので、メータ

ーは前年度末に購入するものでございまして、４，４２０個の取りかえ業務となってございます。 

２１節の手数料でございますが、金融機関収納事務取扱手数料で４１３万５，０００円でございまして、この

内容でございますが、口座振込の関係では月２万３，５００件ございます。また、窓口取り扱いでございますが、

月で申しますと２，８００件を予定しているものでございます。次のコンビニ収納取扱手数料２９６万６，００

０円の内容でございますが、月平均４，４００件を見込んでいるものでございます。 

３０節の材料費１，０７３万３，０００円でございますが、先ほども申し上げました計量法に基づく水道メー

ター８年の有効期限となるもので、満期メーター約４，７３０個分を購入するものでございます。なお、次年度

取りかえるため２６年度末に購入するものでございます。 

３５ページをお願いいたします。３６節役所負担金２３３万８，０００円でございますが、こちらについては、

人数案分また面積案分によりまして算出された水道事業分の負担金でございます。 

４０節の貸倒引当金繰入額３２０万５，０００円につきましては、会計制度の見直しによるもので、平成２６

年度未収金推定額を計上するものでございます。 

６目の減価償却費１節有形固定資産減価償却費になりますが、５億５，３８３万円の主なものでございますが、

配水池また浄水池、管路等の構築物が４億５，３９３万６，０００円で、またポンプ施設、機械設備等の機械及

び装置が８，４５７万７，０００円でございます。また一番下段のリース資産８４万円につきましては、会計制

度の見直しによりましてパソコンや車両のリースを資産として計上したことにより、新たに計上したものでござ

います。 

７目の資産減耗費は、他事業工事により撤去される水道、管路等の除去費として２，５９０万５，０００円を

計上いたしました。 

３６ページをお願いいたします。２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費の１節企業債利息の１億１，

１４０万８，０００円につきましては、企業債支払利息となり、財務省、金融機構、新規借入金等となります。 

２目の消費税につきましては、２，３７１万６，０００円を計上し、消費納税額としているものでございます。 

５目の繰延勘定償却でございますが、１節の開発償却費９７２万８，０００円でございまして、平成２３、２

４年に実施しました上下水道料金システムの開発費と、平成２５年に実施いたしましたマッピングシステムの開

発費でございます。 

３項の特別損失につきまして、３７ページをお願いいたします。１０目その他特別損失でございまして、主な
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ものでございますが、退職給与引当金繰入額１億９，０９７万８，０００円を計上してございまして、新会計制

度によります移行に伴い、平成２５年１２月分までの積立分で不足している分を特別損失として計上したもので

ございます。延べ１０６人分でございます。 

３８ページをお願いします。４条予算の資本的収入及び支出のうち収入になります。３１款資本的収入１項企

業債１目企業債でございます。対象事業費から補助金を控除した額のうち約６０％を充当し、２億１，７００万

円を計上しておるものでございます。 

３項の負担金１目他会計負担金でございますが、６７０万８，０００円を計上いたしました。消火栓新設工事

７基分の負担金でございます。 

２目の建設工事負担金でございますが、１，０５１万５，０００円を計上し、下水道事業関連の配水管布設替

工事負担金でございます。私からは以上です。 

○上水道課長 それでは、続きまして３９ページ、資本的収入及び支出の４条予算支出となります。４１款資本

的支出１項建設改良費２目配水施設費の主なものでございます。２０節の委託料でございます。２つ目の丸ポツ、

管路耐震化計画の委託料でございますが、避難所、病院、応急給水拠点など災害時における主要施設へ給水する

主要管路網耐震化計画の策定費用として８６０万８，０００円を計上してございます。次の黒ポツ、水管橋の耐

震診断委託料でございます。河川横断しております主要管路４橋分の水管橋耐震診断として７９９万２，０００

円ということで、昭和５２年から５６年にかけられました水管橋を対象としております。次の黒ポツ、片丘浄水

場の送水管水管橋用地測量委託料２５２万８，０００円でございますが、片丘浄水場移設更新事業でございます。

こちらにつきましては、予算説明資料の３ページの上段、予算重点施策、片丘浄水場移設更新事業もあわせてご

らんいただきたいと思います。こちらにつきましては、新しい浄水場からＦパワープロジェクト関連、片丘今泉、

片丘林工へ送水する送水管ルートで、松葉沢と権現川の水管橋、橋台部等の溶接の費用でございます。次の黒ポ

ツ、東山配水池の実施設計等委託料でございます。１，１２８万６，０００円でございますが、東山水系水道シ

ステム、こちらにつきましては、説明資料の４ページの下段をあわせてごらんいただきたいと思います。こちら

につきましては、本年度基本計画に取り組みまして、新設する配水池の予定地で地権者のおおむねの合意が得ら

れ、２６年度は新設配水池の用地測量として２０３万円、配水池の実施設計、送・配水管の布設の実施設計９２

５万６，０００円でございます。 

次の２６節工事請負費、１億７，７２８万７，０００円の主なものでございます。こちらにつきましては、吉

田西部防災コミュニティセンター関連によるビニール管の耐震化布設がえ３工区、５７０メートル分と、あと老

朽ビニール管の改良、堅石工区の３００メートル分、それと一番下段になりますけども、片丘ＦＰ関連、高いと

ころから、高地のほうから流れてくる水圧を抑えるための減圧弁の設置としまして１，０４８万７，０００円で

ございます。次の４０ページをお願いいたします。２番目の黒ポツ、基幹施設耐震化推進事業でございます。こ

ちらも予算説明資料の４ページの上段をごらんいただきたいと思います。郷原配水池、床尾受水地の給水拠点整

備が完了しまして、２６年度は上西条配水池、片丘西部配水池の応急給水拠点整備としまして１，５６６万円を

計上してございます。次の黒ポツ、上水道関連舗装本復旧事業としまして５，０００万円でございます。こちら

につきましては、建設課、地元とも十分調整し、市道側道中村線ほか９路線を予定しておりますけれども、十分

協議をしながら舗装の本復旧を行っていくものでございます。私からは以上です。 



32 

 

○浄水担当課長 引き続き４０ページ、３目浄水施設費をお願いいたします。２６節工事請負費でございますが、

一番上の黒ポツでございます。この事業では、平成１５年に設置しました日出塩の沈砂池油膜検知器の更新工事

７６１万４，０００円を初め、耐震補強が必要と診断されました小曽部浄水場管理棟及びろ過池上屋耐震補強工

事８６４万円など６工事を予定しまして３，７９８万４，０００円を計上いたしました。その下の黒ポツ、導水

施設整備事業では、落ち葉等のつまりで安定取水に不安を抱えております小曽部浄水場取水口更新工事１，７４

９万６，０００円を計上いたしました。 

○上水道課長 同じく工事請負費の４１ページの２段目の黒ポツの関係でございます。片丘浄水場移設更新事業

になりますので、予算説明資料の３ページの上段もあわせてごらんいただきたいと思います。先ほどの委託料で

も御説明申し上げましたとおり、新しい浄水場から片丘ＦＰ、片丘今泉、片丘林工配水池までの送水管を平成２

６年度と２７年度の２カ年で計画しております。平成２６年度は片丘ＦＰ関連までを重点とし、送水管１，４０

０メートル、権現沢の水管橋として、合わせて１億３万７，０００円を計上してございます。その２つ下の南内

田配水池築造工事９，７２０万円は、既存の片丘浄水場の沈澱池、ろ過池を撤去しまして、新たに耐震性のＲＣ

づくりの３３０立方メートルの容量を持ちます配水池を築造し、新しい浄水場からの送水を受け給水を行うもの

でございます。次の三才山沢深井戸水源機能強化でございますが、三才山沢水源の機能強化は、水道事業の取り

組みを進めることとしております上西条水系水道システム再構築事業の一環となり、現在北小野地区への水道水

の供給は、三才山沢と上西条浄水場から供給してございます。三才山沢水源は地下水を原水とし、施設機能は深

井戸１基のみで、揚水ポンプの故障、損壊などにより水道水の供給ができなくなることが危惧され、水道水の安

定供給という観点から大いに不安があります。このため、三才山沢水源の機能強化を図り、北小野地区への水道

水の安定供給体制を継続願いたく予算計上するものでございます。なお、本予算計上にかかわり水道事業部で取

り組みを進めております本市の良質な水を活用し、本市の水道水のおいしさのＰＲや、水事業の喚起、また災害

用備蓄品として製造しておりますペットボトル水、大分水嶺の地下水は今年度ラベルデザインの衣装がえをした

ということで、販路が拡大するなど大変御好評をいただいておりますので、さらなる事業展開を図りたく、三才

山沢水源の良質な地下水を北小野地区における水道水の安定供給に影響しない範囲におきまして、水道水の原水

としての活用ばかりではなく、新たな水事業での活用も視野に入れた取り組みを予定しております。 

その次の３１節補償費でございます。こちらにつきましては、片丘浄水場の送水管を建設するに当たりまして

の地上権、立竹木の補償となります。 

次の４目受託建設費でございます。２６節の工事請負費１，６８１万５，０００円でございますけども、こち

らにつきましては、消火栓の新設７基分とあと口径増、遠地通栓に伴います下水道関連の配水管の布設工事の費

用で１，０５１万５，０００円でございます。 

次の５目メーター費につきましては、新設メーターの２２０個の購入費用として４９万７，０００円を計上し

てございます。 

次、４２ページをお願いいたします。６目固定資産購入費でございます。１節水道用地購入費でございます。

８０万円を計上してございます。こちらにつきましては、片丘浄水場移設更新事業の送水管に伴う水管橋２橋分

の用地費として片丘浄水場用地取得単価と同じく８０万円を計上してございます。面積的には４００平米という

ことで、現在平米単価２，０００円を予定してございます。 
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次の３節車両及び運搬具購入費２９９万３，０００円でございますけれども、こちらにつきましては、浄水場、

用水路で使用してきました１６年間使用しておりまして累計走行距離１０万キロを超えた車両が、次、車検等の

形となっておりますので、災害緊急車両として現場対応の指令車としても使うということで、１台予算計上して

ございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして、２項企業債償還金になります。元金の償還といたしまして、財務省、金融機構、

合わせて２億４，７３４万７，０００円を計上するものでございます。 

続きまして、予算書の１６ページをお願いいたします。予算説明明細書で説明いたしました内容につきまして

水道事業予定損益計算書にて税抜きで説明させていただきます。まず、会計制度の見直しによりまして、予算説

明明細書でも説明いたしましたが、新たな項目につきましては、３の営業外収益の（２）資本費繰入収益で、こ

ちらについては一般会計からの繰入金で企業債元金償還金等でございます。（４）の長期前受金戻入でございます

が、減価償却費のうち補助金、負担金等の相当額で現金の伴わないものでございます。６の特別損失の（３）そ

の他特別損失で、退職給与引当金繰入額となるものでございます。 

それでは、計算書の説明といたしまして、まず１の営業収益から２の営業費用を控除いたしました営業利益に

つきましては、１億２，３７０万１，０００円となります。次に、ただいまの営業利益に３の営業外収益を加え、

４の営業外費用を控除した経常利益につきましては１億７，５０６万５，０００円で、次に経常利益から５の特

別利益と６の特別損失を控除した、下から４行目の当年度純利益につきましては２，７１９万４，０００円とな

り、また前年度繰越欠損金につきましては２６１万８，０００円でございます。その他未処分利益剰余金変動額

につきましては、新会計制度によりまして、みなし償却制度の廃止に伴い、既に償却された部分につきまして補

助金、負担金等を過去にさかのぼって未処分利益剰余金を当該年度のみ計上するもので、２８億５，４１７万９，

０００円となります。これから損失と欠損金を控除した当年度未処分利益剰余金でございますが、２８億２，４

３６万７，０００円となります。 

次に、１７、１８ページをお願いいたします。水道事業予定貸借対照表ですが、資産の部で会計制度の見直し

による新たな項目につきましては、まず１の固定資産の有形固定資産のトのリース資産でございます。このほか

には２の流動資産の（２）未収金の貸倒引当金が計上されてございます。以上、資産の部では資産合計１５０億

２，２０１万１，０００円となります。１８ページでございますが、負債の部でございます。大きく変わったと

ころは、まず企業債が資本から負債へと移ってきたものと、リース債務、長期前受金が計上されたものでござい

まして、企業債とリースにつきましては固定負債と流動負債に分かれてございまして、まず固定負債については、

１年以降に返済が行われるものとなります。５の流動負債につきましては、１年以内に返済するものでございま

す。あと６の繰延収益の長期前受金、こちらにつきましては、事業実施にかかわる固定資産の取得の補助金や一

般会計負担金等について、資本に計上されていたものを一部の資本剰余金を除きまして長期前受金として負債に

計上したものでございます。負債合計につきましては、９１億１，６６６万９，０００円となります。資本の部

でございますが、資本合計につきましては、下から２行目になりますが、５９億５３４万２，０００円でござい

ます。負債資本合計では、資産合計と同額の１５０億２，２０１万１，０００円で、バランスが取れているもの

でございます。以上で、水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 
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○中村努委員 新しい会計制度になってキャッシュフローの計算書が出されたんですけど、企業会計の場合は大

体月次計算書みたいなのをいつも出しているとは思うんですが、このキャッシュフロー計算書というのは、１年

間まとめてじゃなくて、途中でこの時点でポンとやれば、こういう数字が出るというようなシステムに今なって

いるのか、なっていないのか。 

○経営管理課長 担当係長からお答えをさせていただきます。 

○総務係長 キャッシュフロー計算書につきましては、システムの中には、今現在のシステムには入れてござい

ます。今回ちょっと変わって後ですので、その段階で月々、例月の審査をしていただいているんですけれども、

その時点でそれが出るかというところがちょっとまだ私どもでこのときのところをやってないのでいけないんで

すけども、月末で、今で言うと現金資金明細書っていうのが出ていますので、多分それと同じような形でキャッ

シュフロー計算書が出るかと思いますけども、実際に移行処理して会計を動かしたときに果たしてそのところが

出るかっていうのが今のところちょっと微妙なとこはありますけども、計算上では出るはずなので、出せること

は出せると思います。 

○中村努委員 かなり手間がかかるようだったらあれなんですが、機械的に出るような仕組みになっていれば、

定例会ごととか半年に一遍とか、そんな形で数字として見えるのかなというふうに思います。これ、企業会計の

みならず、いずれ普通会計のほうもこんな仕組みができてくるんじゃないかなというふうに思っていますので、

ぜひ先駆けてそんなものが出せるような環境をぜひ整えていただきたいと思います。要望でいいです。 

○委員長 ほかにありますか。 

○永井泰仁委員 ３０ページの芦ノ田浄水場の周辺の電気探査ということで委託料ですか、２２５万８，０００

円が計上されておりますが、この電気探査の目的はどういう目的か説明をお願いします。 

○上水道課長 御存じのように芦ノ田浄水場は今、水源の関係で稼働停止をしてございます。それで、応急給水

拠点として奈良井川から西のほうに１カ所、応急給水拠点として過去に長崎配水池ということで１回御説明を申

し上げているところがございます。しかし、長崎配水池ですとやはり大分奥まってきますので、もう少し手前側

でいいところがないかということで考えておりまして、ついてはちょうど芦ノ田浄水場が稼働停止になりました

ので、その跡地利用も考えて、こちらのほうでできれば電気探査をしまして、井戸ができれば、緊急用井戸とし

てその井戸を応急給水拠点としての活用ができないかという形で今は考えておりますので、そういった意味合い

でのこちらの電気探査で井戸の確認をしたいということでございます。 

○永井泰仁委員 もう１点。次に４１ページの三才山沢の深井戸水源機能強化ですが、これは何、現在のとこの

隣へボウリングをして給水ポンプで揚げてくるという、こういう構想でしょうか。 

○水道事業部長 一応ですね、三才山沢につきましては、私どもの水源の中で数少ない良質な地下水が出る水源

でございます。この水をなるべくですね、有効に活用したいという部分のところもございますし、北小野地域の

安定給水というのは第一でございますけども、その中でですね、今現在、深井戸はありますが１基しかないとい

う中で、一応今、私どもが深井戸をつくったのはですね、平成８年と９年に行った調査に基づいて今の施設がで

きていると。一応ですね、再度この調査データを専門家のほうで今確認を取っておりまして、できればですね、

この敷地内の中に必要であれば１基増設していきたいというぐあいに考えてボウリングのほうは進めていきたい

と思っています。 
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○永井泰仁委員 そうすると具体的には、ボウリングの深さだとか揚水ポンプは、一応この予算算出ではどのく

らいを想定していますか。 

○水道事業部長 現行と同じのですね、深井戸約２００メートルを想定しております。 

○委員長 よろしいですか。 

○永井泰仁委員 もう１点。同じページのその下の片丘浄水場の移設更新事業の送水管布設の補償費ですが、こ

の地上権の設定の価格設定はどんなふうにされたのか説明してください。 

○上水道課長 まず、片丘浄水場の築造に伴いまして用地を買わせていただいた経費がございます。そちらのほ

うが、単価平米２，０００円という形で買わせていただいております。その中で、地上権の設定ということで、

そこに掛け率を掛けまして、地上権としまして２２０万円を今は予定してございます。それとあと立竹木の補償

ですけども、基本的には保護管と言いまして、送水管のほうですけども、山の間をパイプに保護された状態の管

を布設しているという形での浅い埋設の方法で山の中を通させてもらうということで、それがＧＮＧ管という特

殊な管でございましてダクタイルみたいに硬い管ではございませんので、なりによって動くような形の管を予定

してございます。そういったことで、なるべく木に当てないような形での工事施工はしていきたいと思いますけ

ども、もしという形の場合の中で立竹木の補償もあわせて８０万円ということで、トータル３００万円の補償費

を予定してございます。またこちらの地上権につきましては、また地権者の方々ともお話をする中で、ここの進

め方について大分１筆が大きい面積でございますので、その辺のことを詰めながら進めていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いします。 

○永井泰仁委員 そうすると、地上権についてはそれぞれの地権者とおおむねの場所等を確認して、どのくらい

の幅を権利設定というか、そういう形で契約書を取り交わしていくという、そういう考え方ですか。 

○上水道課長 将来的に管のもし破損とかあった場合については、やはり１メートルほどの幅は必要だと思いま

す。それとあと地権者の方々とは、こちらのほう、管を埋設することによっての損害が発生するということにな

りますので、そういった形で地権者の方とも詰めながら設定をしていくという形で今、考えております。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

○中村努委員 その補償費っていうのは、この１回こっきりのことなのか、これ毎年発生するものなのか、その

辺どうですか。 

○上水道課長 １回だけで考えております。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 続いて、ボトルドウオーターの関係なんですが、これ見させていただくと、売上と製造コストで

約１６０万円の赤字になるんですが、今後これを黒字化にしてくということは考えているかどうか。 

○水道事業部長 ぜひ収益化できる事業としていきたいということで、取り組みのほうは続けさせていただきた

いと思っています。おかげさまでですね、先ほどちょっと説明にも出ましたが、本年度、ちょうど６月にラベル

デザインの変更をかけた後ですね、非常に販路が拡大してきているというところがございます。まだまだ、２万

本、３万本ではなかなかですね、事業収益の確保というところは難しいところはありますけども、一応私どもも

ですね、塩尻市の水道水はこれだけおいしんだよ、おいしいものを飲んでいるんだよというＰＲの部分のところ

も市民の皆様にはございますし、そういう面でですね、私ども事業部職員もステータスを感じていただければと
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いうところがあります。そういう意味合いで、多少のリスクはあるかもしれませんけども何とか今後の展開の中

で収益事業としてですね、できるような道筋はつけていきたいと思っています。また平成２６年度はですね、デ

ザインのほうをまた変更してまいりまして、さらなる販路拡大というのを考えております。それと先ほどちょっ

と出ました三才山沢、今度は地下水という非常にいいものがあるもんですからね、そちらのほうの活用もですね、

両方視野に入れた中で検討していきたいというぐあいに考えています。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 いいです。 

○委員長 ほかにありますか。 

○永井泰仁委員 ３３ページくらいかな。水道料金のコンビニ収納でございますが、ここに２９６万６，０００

円だったっけ、ということで予定されておりますが、依然としてコンビニを使用される方がふえている状況です

か、どうでしょう。 

○経営管理課長 やはりコンビニが非常に便がいいということで、年々件数とすれば伸びてきております。費用

とすればちょっと高めなんですが、納めていただく条件が非常によくなるということで収益につながっているか

と思います。 

○永井泰仁委員 今、手数料っていうか、支払ってるのはどのぐらいになるんですか、１件で言うと。 

○経営管理課長 まず３種類ございまして、まずコンビニでございますが、税抜きでは５２円になります。また

口座振込の関係は１０円、窓口取扱いの関係では３０円という単価で実施しております。 

○永井泰仁委員 そうすると、依然としてコンビニによる振り込みが一番多いということでしょうか、件数で言

うと。 

○経営管理課長 担当係長からお答えをさせていただきます。 

○料金係長 平成２４年度の状況ですと、年間ですが、コンビニは４万４，０００件に対しまして、窓口は３万

７，０００件強という状態です。一番多いのはもちろん口座振替でして２６万８，０００件ほど、それから窓口

の場合が３万７，０００件ほどで、コンビニは４万４，０００件ほどになっておりまして、窓口で払う方よりは

コンビニのほうが多いということになっております。 

○永井泰仁委員 コンビニの手数料は、下げてくれっていうような交渉はできますか。難しいですか、これは。 

○経営管理課長 まだ私ども交渉したことはございませんが、過去契約する中で、よその市町村の状況を聞いた

ところですね、ちょっと記憶で申しわけありません、塩尻市の単価はかなり安くなっているというふうに伺って

おります。 

○永井泰仁委員 はい。さらにまた下げてもらえれば助かるんで、努力をしてみてください。 

○委員長 よろしいですか。 

○永井泰仁委員 はい。 

○委員長 ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○委員長 ないので、採決を行います。議案第４９号平成２６年度塩尻市水道事業会計予算については、原案の

とおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第４９号平成２６年度塩尻市水道事業会計予算については、全員一致をもって

原案のとおり可決するものと決しました。 

この際、１０分間の休憩をいたします。 

午後２時１０分 休憩 

            

午後２時２０分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５０号 平成２６年度塩尻市下水道事業会計予算 

○委員長 議案第５０号平成２６年度塩尻市下水道事業会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○経営管理課長 それでは、予算書の４３ページをお願いいたします。議案第５０号平成２６年度塩尻市下水道

事業会計予算について御説明いたします。中段になります。収益的収入及び支出の第３条の収入の第１款下水道

事業収益につきましては、２８億８，５１２万６，０００円を計上いたしました。支出の第１款下水道事業費用

は、２６億７，７８２万１，０００円を計上いたしました。 

次に、資本的収入及び支出の第４条につきましては、４４ページをお願いいたします。収入の第１款資本的収

入につきましては８億７，１８０万２，０００円を計上し、支出の第１款資本的支出につきましては１８億１７

９万８，０００円を計上いたしました。なお、差引不足額につきましては、４３ページの下段になりますが、９

億２，９９９万６，０００円で、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、

当年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。 

戻りまして、第５条の債務負担行為につきまして、排水設備改造資金融資斡旋費用について定めるものでござ

います。 

次に、第６条の企業債につきましては、限度額といたしまして５億３，２５０万円といたしまして処理場建設、

また雨水幹線工事等に充当するものでございます。 

次に、第７条一時借入金の限度額は５億円と定めるものでございます。 

次に、第８条の予定支出各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費にかかわる予定額に過

不足を生じた場合については、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用ができるものとして定めるものでござ

います。 

次に、４５ページをお願いいたします。第９条議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたし

ましては、職員給与費９，７４６万６，０００円を計上いたしました。 

次に、第１０条ですが、たな卸資産の購入限度額は、マンホール鉄蓋等で３８４万６，０００円といたしまし

た。４６ページから５０ページまでにつきましては、収益的収支、資本的収支の目別の内訳の実施計画になりま

す。５１ページにつきましては、先ほど水道事業でも説明いたしましたとおり、同様に新会計制度で義務づけら
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れましたキャッシュフロー計算書になります。５２ページから５７ページにつきましては、給与明細書、債務負

担行為に関する調書になります。 

続きまして、６４ページをお願いいたします。こちらにつきましても、水道事業で申し上げましたとおり、新

会計制度で義務づけられました注記でございます。６４ページから６７ページまで５項目を記載してございます。 

それでは、６８ページをお願いいたします。塩尻市下水道事業会計予算説明明細書になります。内容につきま

しては各担当課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは、６９ページをお願いします。

下水道事業会計予算説明明細書の３条予算の収益的収入及び支出のうち、収入の主な内容について税込みで御説

明いたします。１１款下水道事業収益の１項営業収益１目下水道使用料につきましては、平成２５年度実績調定

額をもとに算出したもので１４億５，７７０万円を計上いたしました。 

２目の他会計負担金につきましては、地方公営企業繰出基準によりまして一般会計から負担すべきものとされ

ているもので、一般会計の財政状況により本年度につきましては、３条では６億２，８４８万１，０００円、４

条予算、後ほど出てまいりますが、１億７，１５１万９，０００円で、合計８億円を一般会計から負担していた

だいておるものでございます。 

４目のその他営業収益でございます。３節の雑収益４５９万２，０００円の主なものは、農業集落排水事業脱

水ケーキの処理委託負担金で４５８万２，０００円を計上いたしました。 

２項の営業外収益、７０ページになりますが、５目長期前受金戻入につきましては７億９，１２０万１，００

０円を計上いたしました。こちらにつきましては、水道事業会計でも説明いたしましたとおり、会計制度の見直

しによりまして発生したものでございます。 

３項の特別利益になります。３目その他特別利益でございます。１３２万１，０００円につきましては、会計

制度の見直しによりまして、平成２５年１２月補正まで退職給与引当金戻入益と平成２５年度末の退職給与引当

金戻入益との差額を精算額として計上したもので、特別利益としているものでございます。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは、７１ページをお願いします。予算説明資料は４、５ページとなります。２１款１項の

うち、１目の管渠費になります。この主なものにつきましては、２０節委託料２，８７８万円でありますけれど

も、まず一番上の黒ポツ、マンホールポンプ維持管理委託料で１，８７１万２，０００円であります。これにつ

きましては、公共下水道処理区が１１１カ所、楢川処理区２６カ所の現在マンホールポンプを稼働しております。

この維持管理に伴うポンプの維持管理委託料となっております。それから、下から２つ目の黒ポツ、マンホール

点検委託料７９万円であります。これは新規に今回盛ったものでありますけれども、現在下水が供用開始されて

いまして、全国的にマンホールポンプで圧送した吐口の人孔、マンホールがですね、硫化水素に侵させるという

全国的な現象が出ております。国のほうでは、この実態調査を行うため来年度その劣化度につきまして調査を行

うということで、本市の場合も全てのマンホールポンプの吐口の劣化調査を行うということで、その委託料を計

上してあります。 

それから、２３節修繕費であります。マンホールポンプ営繕修繕費１，６３０万円でございます。これにつき

ましては、マンホールポンプの維持修繕２１カ所、それから非常通報装置の更新６カ所を見込んでおります。 

それから、２８節の動力費１，１９７万８，０００円でありますけれども、これはマンホールポンプの運転稼

働に伴う電気料となっております。 
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７２ページをお願いいたします。浄化センター費であります。２０節委託料でございまして、その中の主なも

のが一番下の黒ポツ、運転管理委託料１億７９５万７，０００円でございます。これにつきましては、塩尻市浄

化センターの運転管理、２４時間委託で運転管理をしておりますけれども、それに必要な委託料となっておりま

す。７３ページをお願いいたします。一番上の黒ポツ、脱水ケーキ処理委託料１億２，９１７万２，０００円で

ございます。これにつきましては、浄化センターで発生する活性汚泥、脱水汚泥ケーキでございますけれども、

現在４業者に委託してそれぞれ分散処理をしております。それに伴う委託料５，３００トンを来年度は見込んで

おります。 

２３節の修繕費４，９２１万１，０００円でございます。一番下の黒ポツ、施設修繕費４，５１５万円でござ

います。これにつきましては、Ｎｏ．２の脱水機のオーバーホール、沈砂ホッパー、それから中央監視装置の修

繕を見込んでおります。 

それから、２８節の動力費６，０８３万８，０００円でございますけれども、これは浄化センターで汚水処理

のために機械を動かしておりますけれども、その稼働に伴います電気料でありまして、中部電力とは協議契約と

いう形で契約をしております。 

それから、２９節の薬品費４，９１４万８，０００円でございます。これにつきましては、水処理、汚泥処理

に伴う薬品の購入でありまして汚泥の脱臭剤あるいは活性炭、高分子凝集剤等の購入費でございます。 

次に、３目の小野水処理場費でございます。２０節の委託料でございますが、２，４２７万７，０００円でご

ざいます。これは小野地区の汚水につきましては辰野町の小野水処理センターのほうへ委託して処理をしており

ますけれども、その処理に伴います辰野町への委託料となっております。 

それから、４目の楢川処理場費でございます。その中の２０節委託料でありますが、主なものにつきましては、

上から２つ目の黒ポツ、汚泥運搬委託料でございますけれども、８４２万４，０００円です。これにつきまして

は、濃縮汚泥を楢川処理場から引き抜きまして衛生センターまで運搬しておりまして、その費用に伴うものでご

ざいます。それからその下の黒ポツ、運転管理委託料６２２万１，０００円でございますけれども、これにつき

ましては、処理場の運転を委託しておりますのでそれに必要な費用、委託料を盛っております。 

２３節の修繕費４６５万円でございますが、これは処理場の施設、返送汚泥ポンプほか４設備を来年は修繕す

る予定になっておりますので、それに必要な経費を計上しております。 

２８節の動力費２６６万５，０００円につきましても、処理に必要な機械の稼働に伴います電気料を計上して

あります。私からは以上です。 

○経営管理課長 ７４ページをお願いいたします。８目の業務費３５節の負担金でございますが、５，０８０万

９，０００円につきましては使用料徴収経費負担金として水道事業会計へ支払いするものでございます。 

７５ページをお願いいたします。４０節の、一番下の行になりますが、貸倒引当金になります。こちらについ

ては会計制度の見直しによりまして、水道事業会計と同様に金銭の債務の貸し倒れに備えまして取り立て不能な

見込み額を費用として計上するものでございまして、４５９万６，０００円を計上いたしました。 

７６ページをお願いいたします。１０目の減価償却費でございますが、１節の有形固定資産減価償却費１４億

６，３９６万７，０００円でございます。またこちらにつきましても、前年と比較しまして、新会計制度により

ましてみなし償却が廃止されたことによります、補助金、負担金が加算されたことによりまして増額となってお
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ります。６億円の増となっております。 

１１目の資産減耗費でございますが、６０８万円につきましては、管渠整備や浄化センター改築工事に伴う固

定資産の除却費でございます。 

２項の営業外費用の１目支払利息及び企業債取扱諸費でございまして、１節の企業債利息につきましては、企

業債支払利息といたしまして財務省、金融機構等７カ所と新規分で４億４，６００万３，０００円、また次のポ

ツの資本費平準化債支払利息につきましては、金融機構等で５カ所でございまして、５カ所と新規分、合わせま

して２，４３６万２，０００円で、合計２億７，０００万円余となっております。 

７７ページをお願いいたします。消費税でございますが、本年度分の消費税納税額といたしまして５，２３４

万６，０００円を計上してございます。 

繰延勘定償却でございます。開発費の償却でございまして３９０万円を計上してございまして、平成２３、２

４年に実施いたしました上下水道料金システムの開発費の償却でございます。 

３項の特別損失５目その他特別損失でございますが、新会計制度による項目でございまして１，１３３万８，

０００円でございます。主なものでございますが、職員手当の夏季職員手当分、また過年度未収金貸倒損失５５

１万８，０００円を計上しているところでございます。 

７８ページをお願いいたします。４条予算の資本的収入及び支出のうち収入でございます。３１款資本的収入

１項企業債でございます。補助事業の補助残分と単独事業の汚水ます設置負担金を控除いたしました残金へ充当

したもので、企業債は１億８，２５０万円、資本費平準化債につきましては３億５，０００万円を計上いたしま

した。 

３項の負担金でございます。１目他会計負担金でございますが、先ほど３条予算でも申し上げました一般会計

からの繰入金ということで、４条では１億７，１５１万９，０００円、３条では６億２，８４８万１，０００円

で、合計８億円を見込んでいるものでございます。３目の受益者負担金につきましては、過去の実績見込みによ

りまして１，１２７万３，０００円を計上いたしました。 

４項の補助金でございますが、２目の国庫補助金でございます。社会資本整備総合交付金にかかわる事業の国

庫補助金といたしまして、１億５，６５０万円を計上いたしました。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは、７９ページをお願いします。４条予算のうちの支出になります。４１款１項の１目公

共下水道事業管渠施設費になります。まず、２０節の委託料でございますけれども、その主なものにつきまして

は、一番上の黒ポツ、下水道台帳システム整備委託料１，２００万円でございます。この台帳整備につきまして

は、本年から始めておりまして３カ年計画で整備を終える予定となっております。それから２つ目の黒ポツ、管

渠施設長寿命化計画策定委託料２，６００万円でございます。これにつきましては、この計画は第２期というこ

とになりまして、第１期目が来年度長寿命化の工事が終えるということで、第２期の計画策定に取り組みまして、

その更新の工事につきましては国の補助事業に取り入れるために、ここで委託料を立てていたすものございます。

それから一番下の黒ポツ、下水道基本構想策定委託料２，０００万円でございます。これにつきましては、持続

可能な下水道事業の構築を目的といたしまして中長期における整備計画等の基本構想を策定する目的でございま

す。 

２６節工事請負費でございます。主なものにつきましては一番上の黒ポツ、中継ポンプバックアップ事業で、
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非常用発電機の設置工事１，３００万円でございます。このポンプのバックアップにつきましては、最重要マン

ホールポンプ、現在７カ所につきまして非常用発電機設置工事を進めておりまして、来年度はその７カ所目、７

番目の設置ということになります。下西条外田橋の設置を予定しております。その下、下水道長寿命化事業であ

りまして、マンホール鉄蓋交換工事１，２００万円でありますけれども、これは９０カ所を予定しておりまして、

第１期については来年度終了を見込んでおります。その下、公共下水道汚水管路整備事業、汚水支線工事３，２

００万円でございます。これにつきましては、申請に基づきます汚水支線工事、それと第１期の長寿命化の中で

国の補助事業とならなかった老朽化した管の強化工事、長寿命化工事を行う予定となっております。それから、

下から２つ目の黒ポツ、下水道関連舗装本復旧事業で舗装の本復旧工事４，０００万円を見込んでおります。こ

れにつきましては、建設課あるいは地元と調整の上、箇所づけをしていく予定となっております。それから、公

共下水道雨水幹線整備事業でございますけれども、これは建設課の広丘西通線の改良工事にあわせまして奈良井

川５号雨水幹線工事を施工するものでございます。交通安全センターの東側の新しく道路改良にあく道路の下へ

この工事をやります。雨水渠につきましては、内径１メートル５０センチのボックスカルバートが１９０メート

ル、それから国道の下につきましては、交通を通しながらやるということで推進工事４０メートルを見込んでお

ります。 

８０ページをお願いいたします。３目の処理場建設費でございます。２０節の委託料１億４，０００万円でご

ざいます。これにつきましては、浄化センターの長寿命化計画に基づきまして国の補助事業を得まして、長寿命

化工事に来年から工事の着手ということになります。内容といたしましては、Ｎｏ．１脱水機の更新それからＮ

ｏ．３、Ｎｏ．４の貯留槽の防縮塗装、攪拌機の更新等を見込んでおります。 

６目の特定環境保全公共下水道事業管渠施設費でございます。２０節の委託料でありますけれども、これにつ

きましては４６５万円を見込んでおります。内容といたしましては、小野特定環境公共下水道事業の長寿命化事

業を予定しておりまして、その長寿命化にかかわる調査と認可変更委託料ということで見込んでおりますのでお

願いします。私からは以上です。 

○経営管理課長 ８１ページをお願いいたします。２項企業債償還金でございますが、１節企業債償還金につき

ましては、企業債償還元金で財務省、金融機構等への元金を償還するもので１２億６，２０７万円を計上いたし

ました。２節の資本費平準化債につきましては、資本費平準化債償還元金でございまして、金融機構等への元金

を償還するもので５，９２６万３，０００円を計上いたしました。 

続きまして、５８ページをお願いいたします。塩尻市下水道事業予定損益計算書になります。まず１の営業収

益から２の営業費用を控除いたしました営業損失は、１億１，２６２万９，０００円となります。次に、ただい

まの営業損失に３の営業外収益を加え、４の営業費用を控除いたしました経常利益につきましては２億５０１万

５，０００円で、次に、経常利益から５の特別利益と６の特別損失を控除いたしました、下から４行目の当年度

純利益につきましては１億９，４８２万２，０００円となり、前年度繰越欠損金につきましては８７７万５，０

００円で、その他未処分利益剰余金変動額につきましては、こちらは先ほども申し上げました新会計制度による

ものでございまして、過去にさかのぼって未処分利益剰余金を当年度分のみ計上するもので１７億８，８９４万

円となり、当年度未処分利益剰余金につきましては１９億７，４９８万７，０００円となります。 

５９、６０ページをお願いいたします。下水道事業予定貸借対照表です。資産の部でございますが、一番下段
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になりますが、資産合計といたしまして４０９億１，０２０万７，０００円となります。右側になります。６０

ページになります。負債の部でございますが、負債合計につきましては３８１億３，７０５万１，０００円で、

資本の部で、資本合計につきましては２７億７，３１５万６，０００円となり、負債資本合計ですが、資産合計

と同額の４０９億１，０２０万７，０００円でございます。バランスが取れているものでございます。 

以上で、下水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。ありませんか。 

○永井泰仁委員 奈良井川右岸５号の雨水幹線ですが、これは１２０メートルやれば、予定しているのは一応一

旦これで終了かということと、それから西幹線にかかわることでございますが、その効果はどんなふうに考えて

いますか。 

○下水道課長 奈良井川５号雨水幹線につきましては、内径１メートル５０センチのボックスカルバート１９０

メートルですね。それと推進工事４０メートルやりますとですね、ちょうど下流のほうから来まして、交通安全

センターの東側をずっと来まして国道を横断したところで終了ということで、一旦ですね、ここまでの今は計画

にしております。現在あの辺一帯はですね、浸透ますによる雨水処理をしていますので、これによりまして交差

点近くにも何カ所も雨水浸透ますできていますけれども、それらのつなぎ込みもまた可能になりますし、また、

国道の側溝の排水もつなぎ込めるということで附帯工事で計上をしてあります。以上です。 

○永井泰仁委員 そうすると、せっかく国道の下は推進にするが、南のほうはどうなります。やがてまた接続す

るんですか。 

○下水道課長 南のほうはですね、既に道路改良が終わっていますので、今現在はですね、建設課の道路にあわ

せてそこまでやるという計画にしております。お願いします。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 よろしいですか。ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５０号平成２６年度塩尻市下水道事業会計予算については、原案

のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５０号平成２６年度塩尻市下水道事業会計予算については、全員一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５１号 平成２６年度塩尻市農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長 議案第５１号平成２６年度塩尻市農業集落排水事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めま

す。 

○経営管理課長 それでは、予算書の８２ページをお願いいたします。議案第５１号平成２６年度塩尻市農業集

落排水事業会計予算について御説明いたします。３条の収益的収入及び支出の収入の第１款農業集落排水事業収

益につきましては４億５，５１０万９，０００円を計上し、支出の第１款農業集落排水事業費用は４億２，２１



43 

 

３万９，０００円を計上いたしました。 

次に、資本的収入及び支出の第４条につきましては、８３ページをお願いいたします。収入の第１款資本的収

入につきましては６，７５９万７，０００円を計上し、支出の第１款資本的支出につきましては２億４０３万１，

０００円を計上いたしました。なお、差引不足額につきましては８２ページの下から２行目になりますが、１億

３，６４３万４，０００円で、当年度分損益勘定留保資金また当年度分損益勘定留保資金で補てんをするもので

ございます。 

戻りまして、第５条の債務負担行為につきましては、排水設備改造資金融資斡旋事業について定めるものでご

ざいます。 

次に、第６条一時借入金の限度額は１，０００万円と定めるものでございます。 

次に、第７条予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、各項に計上した経費にかかわる予定額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用ができるものとして定めるものでございま

す。 

第８条議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費１，０３９万円を計

上いたしました。 

８４ページから８８ページまでにつきましては、収益的収支、資本的収支の目別の内訳の実施計画になります。

８９ページは新会計制度で義務づけられましたキャッシュフロー計算書になります。９０ページから９５ページ

につきましては、給与費明細書、債務負担行為に関する調書になります。１０２、１０３ページには、新会計制

度で義務づけられました注記を記載してございます。 

１０４ページをお願いいたします。農業集落排水事業会計予算説明明細書になります。内容につきましては、

各担当課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。それでは、１０５ページをお願いいたします。

塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書、３条予算の収益的収入及び支出のうち収入の主な内容について税

込みで御説明いたします。１１款農業集落排水事業収益１項営業収益１目農業集落排水施設使用料につきまして

は、８処理区の平成２５年度の実績調定をもとに算出したもので１億６６２万円を計上いたしました。 

２目の他会計負担金につきましては、総務省の繰出基準に基づくもので１億８，４８４万４，０００円を計上

いたしました。２項の営業外収益５目長期前受金戻入につきましては、会計制度の見直しによりまして計上する

ものでございまして１億６，１８７万３，０００円を計上いたしました。 

１０６ページをお願いいたします。３項の特別利益になります。３目のその他特別利益でございますが、こち

らも会計制度の見直しによりまして１７０万６，０００円を計上したものでございます。私からは以上です。 

○下水道企画担当課長 それでは、１０７、１０８ページをお開きください。３条の支出について申し上げます。

２１款農業集落排水事業費用２目浄化センター費２０節委託料の主なものにつきましては、上から３つ目の黒ポ

ツ、汚泥運搬等委託料１，５３８万７，０００円でございますが、農業集落排水処理場と小規模集落排水処理場

８カ所から衛生センターまでの汚泥の運搬料でございます。その下の浄化センター管理委託料１，５６３万９，

０００円でございますが、農業用集落排水処理場、小規模集落排水処理場８カ所の維持管理委託料でございます。 

次に２３節の修繕費でございますが、９１０万７，０００円でございますが、処理場のポンプ設備、電気設備

等の修繕工事を行うものでございます。 
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その下の２８節動力費につきましては、動力費１，６８３万７，０００円につきましては処理場の処理に伴う

電気料でございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 １０８ページをお願いいたします。６目業務費でございます。３５節負担金５２７万１，００

０円につきましては、使用料徴収経費負担金で水道事業会計へ負担するものでございます。 

７目の総係費になります。１０９ページをお願いいたします。８目の減価償却費につきましては、会計制度の

見直しによりましてみなし償却を廃止したことによる加算が大きくなっております。前年度に比べまして１億１，

６００万円余増となっておりまして２億５，２１７万１，０００円を計上いたしました。 

２項の営業外費用につきまして、１目支払利息及び企業債取扱諸費でございます。こちらにつきましては企業

債支払利息でございまして、財務省、また金融機構等への支払利息といたしまして６，３８６万円を計上いたし

ました。 

１１０ページをお願いいたします。３項の特別損失５目その他特別損失でございます。こちらにつきましても

会計制度の見直しによるもので、７３万７，０００円を計上いたしました。 

１１１ページをお願いいたします。こちらから４条予算の資本的収入及び支出のうち、収入になります。３１

款資本的収入３項負担金１目他会計負担金になりますが、こちらについては一般会計からの負担金といたしまし

て６，５６９万７，０００円を計上いたしました。 

３目の受益者分担金でございますが、新規加入者負担金また楢川地区の分担金といたしまして１９０万円を計

上いたしました。私からは以上です。 

○下水道企画担当課長 それでは、１１２ページをごらんください。４条の支出でございます。４１款資本的支

出３目農業集落排水事業処理場建設費の工事請負費の５８９万３，０００円につきましては、処理場の汚泥処理

設備、水処理設備の更新工事を行うものでございます。 

２項の企業債償還金につきましては、財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構等への企業債償還金として

１億９，４８４万３，０００円計上したものでございます。私からは以上でございます。 

○経営管理課長 続きまして９６ページをお願いいたします。農業集落排水事業予定損益計算書になります。ま

ず１の営業収益から２の営業費用を控除いたしました営業損失でございますが、５，８４６万１，０００円とな

ります。次に、ただいまの営業損失に３の営業外収益を加え、４の営業外費用を控除いたしました経常利益につ

きましては３，５７８万６，０００円で、次に、経常利益から５の特別利益と６の特別損失を控除いたしました、

下から４行目の当年度純利益は３，６７２万８，０００円となり、前年度繰越欠損金２，０２９万７，０００円

であり、その他未処分利益剰余金変動額につきましては３億３，２８６万９，０００円でございまして、当年度

未処分利益剰余金は３億４，９３０万円となるものでございます。 

９７、９８ページをお願いします。農業集落排水事業予定貸借対照表でございます。資産の部ですが、最下段

になりますが、資産合計でございます。７０億５，００５万円となります。９８ページをお願いいたします。負

債の部でございますが、負債合計６０億２，７７０万６，０００円でございます。資本の部でございますが、下

から２行目になります資本合計でございますが１０億２，２３４万４，０００円となり、負債資本合計でござい

ますが、資産合計と同額の７０億５，００５万円となりバランスが取れているものでございます。 

以上で、農業集落排水事業予算の説明を終了させていただきます。よろしく御審議願います。 
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○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見がありますか。ありませんか。 

○牧野直樹委員 済みません、汚泥運搬費ですけど、前に下水のほうで楢川の汚泥の運搬費が８４２万円で、農

集排も１，５３８万７，０００円で、農集排の汚泥を集めて下水道の浄化センターへ持って来るだよね。持って

来る、その運搬だよね。 

○下水道課長 濃縮汚泥を運搬したのは衛生センターへ運びます。 

○牧野直樹委員 農集排のやつは衛生センターへ行くんですか。 

○下水道課長 衛生センターです。楢川の処理場も衛生センターです。 

○牧野直樹委員 衛生センターね。 

○下水道課長 そこで下水の管渠へ放流できるような水質まで薄めまして、そこで圧送してですね、西部汚水幹

線、県道の下に西部汚水幹線が入ってますので、そこへ圧送して、そこが流れていって吉田の浄化センターへ行

くというシステムになっています。 

○委員長 よろしいですか。 

○牧野直樹委員 そうすると、農集排の汚泥のそのやり方は、汚泥を運搬するだけのお金はかかるけど、衛生セ

ンターへそれをやってもらうお金っていうものは、どっかに払っているだ。 

○下水道企画担当課長 その件につきましては、負担金で浄化センター処理費のほうに計上しております。 

○牧野直樹委員 負担金。 

○下水道課長 はい。 

○牧野直樹委員 負担金になる。何ページですか。 

○下水道企画担当課長 １０８ページの３５節負担金です。 

○牧野直樹委員 ああ、これか。４５０万円ってやつか。はい、わかりました。 

○委員長 よろしいですか。 

○牧野直樹委員 いいです。 

○委員長 ほかにはありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５１号平成２６年度塩尻市農業集落排水事業特別会計予算につい

ては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５１号平成２６年度塩尻市農業集落排水事業特別会計予算については、全員

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５２号 平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出４款衛生費２項清掃費１目し尿処理費、

５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費 

○委員長 議案第５２号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中、歳出４款衛生費２項清掃費１目し
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尿処理費、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費を議題といたします。順次説明を求めます。

４款衛生費２項清掃費１目し尿処理費について説明を求めます。 

○下水道課長 それでは、議案５２号の４３、４４ページをお願いいたします。４款２項の１目し尿処理費でご

ざいます。１１節の需用費の中の電力使用料を５０万円減額するものでございます。これにつきましては、衛生

センターの電力料につきましては現在デマンド契約を行っていまして、その契約に基づきまして最大電力量が下

がったためと、それから本年度、先ほどの処理場等からの搬入量が減少しているために電力料が減額となってお

りまして、５０万円を減額するものでございます。以上です。 

○商工課長 ４５、４６ページをお願いします。５款労働費１項労働諸費３目勤労青少年ホーム管理費の白丸で

ございます。ホーム運営管理費９，５５０万６，０００円を増額補正させていただくものでございます。これに

つきましては、平成２５年度の国の補正予算にかかわります前倒し事業といたしまして、勤労者体育センター耐

震等改修工事を行うものでございます。利用者の安全を確保するとともに、地元住民の災害時避難収容施設とす

るために耐震等の改修工事を行うものでございます。これまでの経過でございますが、平成２４年度に耐震診断

を行いまして、本年度は実施設計を実施しております。改修工事の主な内訳でございます。耐震補強工事が６７

８万円余、耐震改修工事が３，７２５万円余、一般改修工事が２，３８０万円余、その他共通仮設費、諸経費、

消費税等が２，５２８万円余になっております。左側の４５ページの財源内訳の関係でございますが、国の社会

資本整備総合交付金、耐震関係でございますが、３分の１の交付金をお願いして２，９２５万４，０００円にな

ります。また、公共事業等債が９５％の充当で６，６２０万円となっております。私からは以上でございます。 

○農林課長 それでは、同じページで引き続き６款農林水産業費１項農業費の３目になりますが、農業振興費５

６６万９，０００円の補正をお願いするものでございます。これにつきましては、ぶどうの郷づくり等推進事業

という形で果樹園、果樹棚等の整備、それから優良果樹苗の導入に伴うところの補助金の増額をお願いするもの

でございまして、果樹棚につきましては、当初新設で１ヘクタール、また更新で２ヘクタールを予定してござい

ましたけれども、それぞれ果樹農家からの申請を受け付けいたしましたところ、新設が３．３ヘクタール、更新

が２．６ヘクタールと面積がふえてございます。また、果樹苗につきましても、当初予算では６，０００本を準

備してございましたけれども、申請の段階で１万６，０００本余の申請が上がってまいりまして、その関係上、

５６６万９，０００円を補正をお願いしたいところでございます。なお、本年度につきましては、昨年度のよう

に案分等を行って補助率を下げることなく、申請額に対してそれぞれ補助率に応じて支援をしてまいりたい、助

成をしてまいりたいと思っているのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○農業委員会事務局長 続きまして、５目農地流動化促進活動事業費でありますが、農地流動化促進事業２１４

万９，０００円の補正増をお願いするものでございます。これにつきましては、農地の貸し借り等、利用権設定

の増加に伴いまして奨励金の交付対象面積が当初よりもふえたために、中核農家等育成規模拡大事業奨励金２１

４万９，０００円の補正増をお願いするものでございます。私のほうからは以上です。 

○農村・里山担当課長 次のページ、４７、４８ページをお願いいたします。６目農地費をお願いいたします。

右のページ、白丸の土地改良事業４，４１９万３，０００円につきましては、国の経済対策に伴う補助事業の前

倒し補正でございます。１つ目の黒ポツ、設計委託料３，１６８万円は水路等の農業施設が対象となります農業

基盤整備促進事業の設計委託及びみどり湖の耐震化整備計画の策定調査、農業集落施設の中期的な調査の委託料
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でございます。２つ目の黒ポツ、農業農村基盤整備工事の補助事業による水路等の改修工事費でございます。３

つ目の黒ポツは、この事業の実施に伴います長土連への賦課金でございます。以上でございます。 

○商工課長 その下の７款商工費１項商工費１目商工総務費の白丸、商工総務事務諸経費５６万７，０００円を

増額補正させていただくものでございます。黒ポツの地場産センター負担金５６万７，０００円でございますが、

塩尻木曽地域地場産業センターから塩尻市へ派遣されております職員１名分の負担金となっておりますが、昨年

８月からの住居手当８カ月分等を計上させていただいたものでございます。私からは以上でございます。 

○ＦＰプロジェクト推進室長 その下の２目商工振興費、白丸、信州しおじり木質バイオマス関連事業のうちの

信州しおじり木質バイオマス推進協議会負担金の１，８３４万５，０００円の減額をお願いするものです。熱利

用等の検討につきましては、協議会の事務局である塩尻市振興公社へお願いをしておりましたが、今回環境省に

委託業務の中で対応できることになりましたので、その対応分について減額補正させていただくものです。 

○まちづくり推進課長 それでは、その下の４目中心市街地活性化事業費です。まず１つ目のまちなか環境整備

事業で道路整備工事２５０万円の減額でございます。これにつきましては、市役所南側のＴ字路からウイングロ

ードへ向かっての歩行空間を意識した道路整備でございますけども、そちらのほうの事業費の確定見込みによる

減額でございます。 

その次に、塩尻駅周辺整備事業、駅前広場改修工事２，０００万円の減額でございます。これにつきましては、

当初予算上ではシェルターの工事費の関係で３社から、メーカーから見積もりを取りました。その最低価格を評

価、比較させていただきましたが、今年度、資材価格調査業務委託をさせていただきまして、経済調査会並びに

建設物価調査会２社に委託をしてですね、適正な価格を算出していただいた結果として１，０００万円の減額と

なったものが主な減額の内容でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○建設課長 ４９、５０ページをお開きください。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費１３節委託料でご

ざいます。統合型ＧＩＳ共用空間データ作成事業の道路関係台帳等管理委託料の額の確定によるものでございま

す。 

その下、交通安全対策費の財源内訳の変更です。通学路の関係の社会資本整備交付金の内示額の変更によるも

のでございます。 

その下、２項道路橋梁費２目道路維持費の白丸、道路維持改良事業１２４万６，０００円の減でございますが、

それぞれ額の確定によるものでございまして、なお、その中に木曽の欄干補修工事がありまして、これは繰越事

業として行うようにしてあります。 

その下、除雪対策事業でございますが、資料を用意しましたので配ってよろしいでしょうか。 

○委員長 配付してください。 

○建設課長 それでは、資料のほうから説明させていただきます。真ん中の網掛け部分の３月補正分ということ

で、これをごらんいただきたいと思います。重機借上料、除雪作業委託ということで３３社６１台分の除雪作業

ということで、約８００時間分を４，３００万円余計上させてもらっております。その下、融雪剤散布作業委託

３５社３６台でございまして、１，２８４時間ということで１，６００万円、その下の待機料ということで３３

社６１台分の待機料でございまして、これは額の確定によるものでございます。 

その下の補修用資材、これが塩化カルシウム、ナトリウム、マグネシウム１万９，６６０袋ということで、約
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５０トン分の融雪剤の見込み額でございます。済みません、これは２月８日分も含まれた金額でございます。 

その下、備品購入費、８トン級のドーザー１台、融雪剤散布機６台分を購入した額の確定によるものでござい

ます。 

その下の除雪協力助成金６６区でございまして、今のところ３７６万円余を見込み額で計上させていただきま

して、今回８，２４４万９，０００円の増額ということで予定させていただきました。その３月補正分の横でご

ざいますが、これが追加補正ということで予定をしているものでございます。 

済みません、予算書に戻らさせていただきます。白丸の排水路整備事業、三角の２４万７，０００円余という

ことで、支障物件移転補償費の額の確定によるものでございます。 

その下、３目道路新設改良費の生活道路整備事業、分散型積算システムの使用料の額の確定によるものでござ

います。あわせて生活道路整備事業につきましては、上ノ原縦６号線、奈良井踏切新設事業につきましては、繰

越事業とさせていただきました。 

その下の幹線道路整備事業の工事委託料、これは国の補正でございます。上西条跨線橋で３，０００万円、市

道新設改良事業、これは上り側道南熊井長畝線雨水管の改良でございまして、このほかに繰越事業としまして、

郷原橋、桔梗大橋、日出塩跨線橋、上西条の田川第１橋の橋梁の補修工事の繰り越し、あわせて堅石高出線、上

り側道南熊井長畝線を繰り越しとさせていただいております。そのほか歩道整備ということで芦ノ田原村線、え

びの子線の歩道設置工事も繰り越しとさせていただきます。私からは以上です。 

○街なみ担当課長 それでは、その下４目街なみ環境整備事業をお願いいたします。当補正につきましては、午

前中にも永井委員より御指摘をいただいた案件ですが、一部説明がダブる部分があるかと思いますが、よろしく

お願いをいたします。５０ページ下段の白丸、街なみ環境整備事業につきまして１億１７万１，０００円を減額

するものです。１つ目の黒ポツ、不動産鑑定委託料につきまして、本年度の用地買収のための不動産鑑定業務を

委託したものでありますが、一部につきましては平成２４年度予算で対応したものもあり、事業確定により４５

万７，０００円を減額するものです。その下２つ目の黒ポツ、設計委託料につきまして、本年度の工事におきま

して当初排水路整備計画で空き家となっておりました個人住宅が排水路にかかり、建物補償により取り壊しをす

る計画でありましたが、排水路のルート見直しにより建物にかからなくなり、建物補償にかかわる調査が不要と

なったため１００万円を減額するものです。その下３つ目の黒ポツ、街なみ環境整備工事につきまして、本年度

予定をしておりました旧平沢公民館の解体を来年度以降に先送りをしたもの、それから本年度実施をしておりま

す金西町工区の道路未消化工事につきまして、排水路等の見直しにより当初の計画より減額になったものという

ことで、これにつきましては午前中御説明をしたとおりでありますので、よろしくお願いします。補正減額につ

きましては、８，４０８万５，０００円であります。その下４つ目の黒ポツ、用地取得費につきまして、これも

午前中に説明をいたしましたが、旧平沢公民館に隣接します用地につきまして用地交渉を進めておりましたが、

本年度の契約が見込めなくなったため３８８万３，０００円を減額するものです。その下５つ目の黒ポツ、支障

物件移転補償費につきまして、これにつきましても先ほど設計委託でも御説明いたしましたが、排水路の見直し

により建物にかからなくなり建物補償が不要となったため減額するものと、金西町工区における補償費の確定に

よる減額で、１，０７４万６，０００円を減額するものです。私からは以上です。 

○建設課長 ５１、５２ページをお開きください。８款土木費３項河川費１目河川維持費をお願いします。１３
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節の委託料、河川改修事業２５０万円の減ということで、これは北熊井の権現川の設計委託料でございまして、

長野県対応となりますので減額させていただきました。以上でございます。 

○まちづくり推進課長 それでは、４項都市計画費１目都市計画総務費の関係です。まちづくり計画策定事業、

広丘駅前広告塔建設工事１９万３，０００円の減額でございます。これにつきましては、広丘駅西口の広場中央

に広告塔を設置して、工事費の確定によるものですので、よろしくお願いいたします。 

○建設課長 その下２目公園管理費をお願いします。公園管理諸経費ということで１５９万円の減額ということ

で、社会資本整備総合交付金事業で行っております公園長寿命化計画の策定委託料の事業費の額の確定によるも

のでございます。私からは以上です。 

○都市計画課長 その次の３目社会資本整備総合交付金事業費、５２ページの白丸、都市計画道路整備事業１億

１，８９１万４，０００円の減額でございます。測量設計調査委託料の１，７００万円余の主なものでございま

すけれども、広丘西通線の国道タッチの部分、大門地区でございますが、これの用地交渉の調査委託料の確定額

ということで２００万円余が減額でございます。そのほかにつきましては広丘西通線、原新田地区でございます

けれども、先ほど午前中もちょっと説明をさせていただきましたが、県道の鍋割穂高線それから今村橋のかけか

え等の話が昨年ございまして、県道のほうもですね、拡幅ということで進むという話もございまして、そこの部

分の交差点、西通線との交差点をですね、先に測量設計をしようということで計画をしておったわけでございま

すけれども、ちょっとそれが遅れておりますものですから、その部分は落とすという形で減額という形でござい

ます。あとは、西通線の歯科大の東側になりますけども、交差点部分の測量設計を考えておりましたけれども、

都市計画道路の見直しのほうでですね、いただいた意見等もございまして、その部分も落としてきたということ

でございます。それから工事委託料の１，０００万円余につきましては、長者原踏切のＪＲ委託のものでござい

ます。その次の黒ポツでございます。市道新設改良工事２，１００万円余でございますけれども、これにつきま

しては、吉田原通線の工事の確定額と、それからもう１つは、東通線の今は建部社さんのところで工事を進めて

おりますが、道路事業の部分でございまして、国の当初うちで要望した額よりもですね、内示額が少なかったも

のですから、それに見合う分というか内示額の減った分を減額補正させていただくというものでございます。そ

れから用地取得費２，９００万円余でございますが、これの主なものは広丘西通線の確定分と、それから九里巾

の交差点のところに都市開発公社の先行取得した土地がございますけれども、国道の九里巾交差点改良が進んで

くるという話の中で、用地の境界の確定ができ次第、公社の買い戻しを１，３００万円ほどになりますけども、

しようということで計画したわけでございますけども、その分が若干、九里巾の国道の部分が遅れているという

ことで、買い戻しの分を減額をするものが主でございます。それから、支障物件移転補償費４，０００万円余で

ございますけれども、これにつきましては長者原踏切のところのですね、間、ＪＲのところにはソフトバンクの

ラインが入っているわけでございますけれども、これは当初大変お金がかかるということで見積もりをいただい

たんですが、工法の検討により大分減額になりまして、これが主な減額の内容になってございます。 

それから、次の白丸、防災コミュニティ施設整備事業３，３００万円余でございますが、これは入札差金等の

事業の確定によりまして減額ということでございます。 

それから、その次の耐震対策事業でございますけれども、耐震診断業務委託料、それから耐震事業の補助金、

アスベスト含有調査補助金は、事業の確定による減額ということでございます。 
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次のページをごらんいただきたいと思います。６目下水道事業費の下水道事業会計繰出金でございます。これ

につきましては地域の元気づくり交付金対象事業ということで下水道のほうで汚水支線を対象とした工事をする

ということがございまして、その分の繰出金ということで３８７万５，０００円を増額したものでございます。

以上です。 

○建設課長 その下、５項住宅費の１目市営住宅管理費をお願いします。元気づくり支援金の充当により４７２

万５，０００円を返金するものでございます。 

以上、よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○委員長 それでは、質疑に入ります。委員より御質問、御意見ありますか。 

○中村努委員 ４６ページの勤青ホームの耐震化ですけれども、これは非構造部材まで含めての耐震化かどうか、

お願いします。 

○商工課長 はい、そのとおりでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○中村努委員 続けて別のところで、さっき都市計画道路の東通線の国の査定ですか、それが下がったというこ

とですが、道路の形状とかそういうものは予定どおりで金額が下がったという解釈ですか。 

○都市計画課長 担当の補佐のほうから説明させていただきます。 

○街路公園係長 国の関係につきましては、当初６，１５０万円で要望しておりましたけれども、５，０００万

円ということで１，１５０万円が事業費としてちょっと減りました。道路形状としましては、御承知のとおりで

すね、都市計画道路１６メートルということで、一部本線の見直し等を今回行いまして用地等、若干、当初予定

よりは面積が減りましたけれども、幅員等につきましては変更なしということですので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。 

○副委員長 ４４ページ、ぶどうの郷づくり等推進事業の果樹園整備促進事業補助金につきましてちょっと教え

てください。補助金対象、果樹の苗を買う場合ですね、ＪＡから買ったものに限定の補助なのか、ほかから苗を

買っても補助ができるのかお聞かせください。 

○農林課長 果樹苗の導入につきましては、ＪＡまたはワイナリー、いわゆる加工ぶどう生産者組合がワイナリ

ーと一緒にやっておりますけれども、そのところで導入したものにつきまして助成しております。 

○副委員長 実は日曜日にしっかりと果樹やってらっしゃる方が私のところにいらっしゃって、ＪＡから買った

のはあんまりよくないと。ぜひその辺はＪＡに話をしてですね、もっといい苗をそろえるように言ってくれとい

うような、これは要望です。ただ１つ、ここでもう１つ出ているのは、補助金を申請しましたところ、共済加入

者に限定っていうのもあるらしいんですが、その辺はどうでしょうか。 

○農林課長 委員さんのおっしゃるとおりですね、果樹苗の導入につきましては果樹共済に加入していることを

原則とさせていただいてございます。これは、やはり経営安定をきちんと行える果樹農家の人を対象という形で

ですね、一昨年からさせていただいていますけれども、やはり農家の中には、果樹苗を導入して後は荒らしたま

まそのまんまもう離農してしまうというようなケースがあったものですから、きちんと経営安定を考えている人

に優良果樹苗を導入していただこうという、そういった考え方で進めているものでございます。 
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○副委員長 相談にいらっしゃった方は、すごいまじめな方で一生懸命果樹やっていらっしゃる方なんですけれ

ども、前回の共済のときに何かちょっとトラブルがあったみたいで、それはちょっと。そういう方ですけど、相

談に入っていったら、そういった共済へ加入してなきゃいけないと。たまたま共済は入ったんですけど、トラブ

ルがあって共済抜けちゃったらしいんですよね。それで非常に残念がった中でＪＡの苗木購入以外でも補助して

くれないかっていう話もあったんですけど、ちょっと聞きました。これは、できれば、ワイナリーの話もありま

したから、帰りましてワイナリーの話もしますので、いいです。以上です。 

○委員長 ほかにはありますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５２号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中、歳出

４款衛生費２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５２号平成２５年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中、歳出４款衛生費

２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費については、全員一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

ここで、１０分の休憩を取ります。 

午後３時２７分 休憩 

            

午後３時３５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開します。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５５号 平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○委員長 議案第５５号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。説明を

求めます。 

○経営管理課長 それでは、議案第５５号、別冊になります。平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）についてお願いをいたします。第１条でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，

１１９万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，９６６万７，０００円とする

ものでございます。 

９、１０ページをお願いいたします。まず歳入になります。１款使用料及び手数料の使用料でございますが、

簡易水道使用料でございます。実績数値でございまして９万３，０００円の減でございます。２項の手数料でご

ざいますが、給水工事検査手数料でございます。実績見込み数値でございましてマイナス３万６，０００円の減

額でございます。 

２款国庫支出金１項国庫補助金でございます。簡易水道整備事業の補助金で事業費確定に伴う補正でございま
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して、こちらにつきましては、当初基本額が３，０００万円でしたが、確定により２，８２４万５，０００円で

４分の１補助ということで７０６万１，０００円となりまして４３万９，０００円の減額でございます。 

３款の繰入金１項他会計繰入金になりますが、一般会計からの繰入金ですが、簡易水道事業の歳入歳出の補正

によりましてマイナス７６１万７，０００円の減額でございます。 

４款の繰越金１項繰越金でございますが、実績によります補正で１万４，０００円の増でございます。 

１１、１２ページをお願いいたします。５款の諸収入１項受託事業収入でございますが、こちらにつきまして

も実績見込みに伴う補正でございまして１６２万４，０００円の減額でございます。 

６款の市債でございますが、こちらにつきましても簡易水道施設整備事業債でございまして、実績見込みに伴

う１４０万円の減額でございます。 

１３ページをお願いいたします。歳出になりますが、１款営業管理費１項総務管理費でございます。こちらに

つきましては財源の内訳の変更でございます。 

２項施設管理費でございますが、一番上の丸になります。量水器維持管理費でございます。検満メーターの取

りかえ、購入確定等に伴います実績見込みによります補正でございまして３６９万３，０００円の減とするもの

でございます。私からは以上です。 

○上水道課長 続きましての丸、浄水施設等維持管理費の６８万６，０００円の補正減額につきましては、実績

及び実績見込みに伴う補正減でございます。 

その次の白丸、簡易水道施設整備維持管理事業につきまして、３８８万８，０００円の減額でございます。こ

ちらの漏水調査委託料の８０万円の減額につきましてですけれども、これにつきましては、施設管理の中で漏水

等に伴う最少配水量のデータを検討した結果、配水計の最小配水量がふえるような変化が見受けられないことか

ら、今年度は漏水調査を見送ることとし、８０万円の減額とするものでございます。次の管路補修等工事につき

ましては実績及び実績見込みに伴う補正減でございます。 

次の白丸、簡易水道施設情報化推進事業につきましては８８万１，０００円の減額、これにつきましても実績

及び実績見込みに伴う減額補正でございます。 

次の２款建設改良費１項建設改良事業費１目施設建設事業費の１５節工事請負費でございますけれども、簡易

水道施設建設事業、配水管等布設工事につきましては実績見込みに伴う補正の減額でございます。私からは以上

でございます。 

○経営管理課長 ３款公債費１項公債費でございます。こちらにつきましては利子になりますが、長期債利子償

還金でございまして、利子償還金の確定に伴う補正で２９万２，０００円の減でございます。 

簡易水道事業特別会計補正の説明は以上でございます。以上、よろしく御審査願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５５号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５５号平成２５年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５６号 平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

○委員長 議案第５６号平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。説明を求め

ます。 

○経営管理課長 それでは、議案第５６号平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）について御説明

いたします。第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入では退職給与引当金戻入益の増額が主なもので、

支出につきましては退職給与金また消費税の増額が主なものでございます。収入は、第１款水道事業収益につい

て８３７万５，０００円を増額し、１４億８，０５３万３，０００円とするものです。支出は、第１款水道事業

費用について１，０８９万５，０００円を増額し、１４億４，２３３万１，０００円とするものでございます。 

次に、資本的収入及び支出につきましては、収入では、元気臨時交付金を充当したことによる増でございます。

支出では、片丘浄水場移設更新事業の確定による減額が主なものでございます。第４条の収入になりますが、２

ページをお願いいたします。収入では、第１款資本的収入について１，０８５万円を増額し、２億４，０２９万

５，０００円とするものです。支出につきましては、第１款資本的支出について４，１４０万５，０００円を減

額し、１１億３，２６３万２，０００円とするものでございます。 

第５条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費１億６，７１７万

９，０００円とするものでございます。 

１１ページをお願いいたします。水道事業会計補正予算（第３号）の説明明細書でございます。３条予算の収

入になりますが、１１款水道事業収益１項営業収益の１目給水収益につきましては水道料金になりまして、実績

見込みによります５７０万円の減額となるものでございます。 

２項の営業外収益でございます。５目引当金戻入益でございますが、こちらにつきましては退職給与引当金で

ございまして、当初退職者２名を予定しておりましたが、５名増の７名になったことによる増で１，４０７万５，

０００円を計上したものでございます。私からは以上です。 

○上水道課長 それでは、１２ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の支出、３条支出になります。

２１款水道事業費１項営業費用１目原水及び浄水費の関係ですけれども、動力費、薬品費ともに芦ノ田浄水場の

稼働停止に伴う実績見込みに伴う補正減でございます。 

次の３２節負担金につきましても、実績見込みに伴う補正減でございます。 

次の２目配水及び給水費につきまして１８節委託料でございますけれども、こちらも実績及び実績見込みに伴

う補正の減額でございます。そちらにあります附記の中にあります休業日緊急修理対応当番業務委託料の関係で

すけれども、秋分の日が２４年は９月２２日でありましたけれども２５年は９月２３日となりまして、９，００

０円の１日分の増でございます。私からは以上です。 

○経営管理課長 続きまして、５目の総係費になりますが、８節退職給与金でございます。１，４０７万４，０

００円の増となっております。こちらは先ほども申し上げました収入と同等で、退職者５名が増になったもので
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ございます。 

６目の減価償却費につきましては、平成２４年度の決算により減価償却費が確定したことにより１，１７０万

３，０００円の減とするものでございます。 

１３ページをお願いいたします。７目資産減耗費につきましては、２節の固定資産除却費ですが、５６３万円

を減とするものでございます。片丘浄水場更新事業を次年度へ繰り越したために今年度分がなくなったものでご

ざいます。 

２項の営業外費用でございますが、支払利息及び企業債取扱諸費でございます。企業債利息といたしまして借

入利息の確定によるものでございまして１０１万１，０００円の減でございます。 

２目の消費税につきましては、事業費確定によるもので、繰り越しによります仮払消費税が減額したことによ

るもので２，１８７万１，０００円の増額になっておるものでございます。私からは以上です。 

○上水道課長 それでは、１４ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入、４条収入となります。

３１款資本的収入４項補助金１目他会計補助金でございます。こちらの１，０８５万円につきましては、国の緊

急経済対策の平成２４年度補正に伴います元気臨時交付金の収入でございます。 

次に、１５ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の４条予算の支出になります。４１款資本的支出

１項建設改良費２目配水施設費でございます。１８節の委託料につきましては実績に伴う補正減で１３３万９，

０００円の減でございます。 

次の２２節工事請負費の関係ですけれども、１，２４８万６，０００円の配水設備整備事業の減でございます。

こちらにつきましては、九里巾の国道歩道部に埋設されている石綿管につきまして九里巾の国道拡幅に伴い国土

交通省と協議をしました結果、手戻り工事や経費節減を考慮し、国道拡幅とあわせて実施することとし、石綿管

改良分の１２６メートル分の減額、１，２４８万６，０００円の減額でございます。 

次の３目浄水施設費２２節工事請負費の２，２８６万３，０００円の減額でございます。こちらにつきまして

は、浄水施設整備事業において４６２万６，０００円の減額となっております。こちらにつきましては、小曽部

浄水場の残留塩素計の更新を予定しておりましたけれども、稼働停止に伴います芦ノ田浄水場の残留塩素計を代

用し、小曽部浄水場の更新そのものを代用しての先送りとしたものでございます。そのほかは実績によるもので

ございます。また片丘浄水場の移設更新事業１，７６０万２，０００円の減額につきましては、工事内容を再度

精査したものと、あと実績及び実績見込みに伴う補正の減額でございます。 

次の３項開発費１目開発費１節事業用システム開発費につきましては、４７１万７，０００円の減額。こちら

につきましては、マッピングシステム開発費の実績に伴います減額でございます。私からは以上です。 

○経営管理課長 それでは私から、８ページをお願いいたします。塩尻市水道事業予定損益計算書になります。

まず１の営業収益から２の営業費用を控除いたしました営業利益につきましては、９，７６２万３，０００円と

なります。次に、ただいまの営業利益に３の営業外収益を加え、４の営業外費用を控除した経常利益につきまし

ては２，１４３万円で、次に経常利益から５の特別利益と６の特別損失を控除した、下から３行目の当年度純利

益は１，６７１万６，０００円となり、当年度未処分利益剰余金については、同額の１，６７１万６，０００円

となります。 

９、１０ページをお願いいたします。水道事業予定貸借対照表になります。最下段になりますが、資産合計に
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つきましては１５９億１，１９３万７，０００円となります。１０ページをお願いいたします。負債の部でござ

います。負債合計では、２億４，７１６万７，０００円でございます。資本の部でございますが、資本合計、下

から２行目になりますが１５６億６，４７７万円となります。よって負債資本合計につきましては、資産合計と

同額の１５９億１，１９３万７，０００円となり、バランスが取れているものでございます。 

以上で、水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

○中村努委員 退職給与の関係ですけど、当初２人だったのが５名ふえたということですけど、この２人分とい

うのは当初予算には盛っていなかったんです。 

○経営管理課長 ２人分は当初盛っておりました。増額分５名分が１，２０７万５，０００円という形になりま

す。 

○中村努委員 これには７人分って書いてあるんだけど。 

○経営管理課長 当初は２名でありまして、５名ふえまして合計職員７人分という表示をさせていただきました。 

○中村努委員 全体では７人かもしれないけど、この補正で上がってきたのは、これ５人分なんじゃないんです

か。 

○経営管理課長 あと端数等も含まれてありますんで、７人分という解釈になるかと思います。 

○牧野直樹委員 ２人の直したやつも端数が出るもんで、補正で出して、それも含めて７人と理解をしてくれと、

こういうことじゃないですか。 

○中村努委員 よくわかりました。 

○委員長 ほかにありますか。 

○永井泰仁委員 マッピングシステムですが、今はどこの会社へやってあったかちょっと教えてください。 

○上水道課長 マッピングシステムの関係ですけれども、新しいマッピングシステム、パスコのほうに受注され

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○永井泰仁委員 今は昔のように建設ラッシュもないしそんなに直しもないと思いますが、今回こういう形で再

構築すれば、そんなに頻繁に再構築ということはないという判断でいいでしょうか。 

○上水道課長 再構築ということはございませんけども、ただ、工事に伴う更新を行っておりますのでそちらの

ほうの編集はやっていかなきゃいけないということと、先ほど２６年度予算の中で水道事業関連組合のほうにも

情報を共有したいという形でのシステム構築を考えております。また今度それがさらに展開されていくというよ

うな形になれば、もっと使いやすい、また組合とも情報を共有して、災害とか漏水とか事故とかに対応できるよ

うな形でのシステム構築を考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 よろしいですか。ほかにありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５６号平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５６号平成２５年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号）については、全

員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第５７号 平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号） 

○委員長 議案第５７号平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。説明を求

めます。 

○経営管理課長 それでは、議案第５７号平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）について御説

明いたします。１ページをお願いいたします。第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入では実績見込

みに伴う使用料の増額が主なもので、支出では事業費確定に伴う浄化センター事業の減額が主なものでございま

す。３条の収入になりますが、第１款下水道事業収益２，３５６万５，０００円を増額し、２０億５，５２０万

５，０００円とするものです。支出になりますが、第１款下水道事業費用９１３万２，０００円を減額し、２０

億３，０５６万４，０００円とするものです。 

次に、資本的収入及び支出につきましては、収入では元気臨時交付金を充当したことによる増で、支出につき

ましては小野特環公共下水道長寿命化事業の補助内示が減少したことによる一部事業を次年度へ繰り越したこと

によります減額が主なものでございます。第４条の収入になりますが、２ページをお願いいたします。収入では、

第１款資本的収入について３８７万５，０００円を増額し、７億１，２４２万円とするものでございます。支出

になりますが、第１款資本的支出について１０１万１，０００円を減額し、１６億９，６５４万３，０００円と

するものです。 

第５条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費８，７８５万円とする

ものでございます。 

１１ページをお願いいたします。塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）説明明細書になります。３条予算

の収入につきまして、１１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料につきましては、実績見込みによる

もので２，２４０万円の増額といたしました。 

２項の営業外収益１目受取利息及び配当金でございますが、定期預金利息の実績見込みによる５５万円の増で

ございます。 

６目引当金戻入益でございますが、退職給与引当金戻入益でございまして、実績見込みによる６１万５，００

０円の増額といたしました。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは、１２ページをお願いいたします。３条予算の支出になります。２１款１項２目の浄化

センター費になります。１８節委託料１，４１２万５，０００円の減額になります。内容といたしましては、上

の黒ポツ、運転管理委託料４１７万９，０００円の減額でございます。これは委託料の確定に伴う減額でありま

す。その下、脱水ケーキ処理委託料９９４万６，０００円の減額です。これは処理料の委託単価の確定によるも

のと、脱水ケーキの排出量が予定よりも若干下がっているという理由によるものです。 

２４節の動力費２５０万円の増額であります。これにつきましては、本年につきましては流入汚水量が８％ほ

どアップしていることによりまして機械の稼働がふえていること、それから第２期の増設工事ででき上がりまし
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た新しい施設、重力濃縮槽の稼働が始まっていること、それからエアレーションタンクにつきましては、全ての

系列がフル活動しているということ等によりまして、動力費を２５０万円の増額をお願いするものです。私から

は以上です。 

○経営管理課長 それでは私から、２項の営業外費用でございます。１目支払利息及び企業債取扱諸費でござい

ますが、借入利息の確定によります９２５万１，０００円の減というものでございます。消費税につきましても、

事業費の確定によります３３４万２，０００円の増でございます。私からは以上です。 

○下水道課長 それでは、１３ページをお願いいたします。資本的収入、４条収入になります。３１款４項１目

の他会計補助金であります。これにつきましては３８７万５，０００円の増額になります。これは地域の元気臨

時交付金でございます。内容につきましては、平成２４年度の国の緊急経済対策によりまして１，０００万円を

取り組みましたけれども、その補助残５００万円に対しましてそれぞれの市の交付率を掛けた３８７万５，００

０円が国から入るものですので、市を通してこの下水道の企業会計のほうへ入ってくるものです。 

それから、１４ページをお願いいたします。４条の支出になります。４１款１項６目の特定環境保全公共下水

道事業管渠施設費になります。１８節の委託料ですが１６０万円の減額になります。これにつきましては、辰野

町と進めております小野特環の公共下水道の長寿命化事業になりますけれども、本年予定しておりました変更認

可の業務委託が国からの補助がなかったということで、来年度へ先送りするために、本年度は１６０万円の減額

ということですのでお願いします。私からは以上です。 

○経営管理課長 私からは、８ページをお願いいたします。下水道事業予定損益計算書になります。まず１の営

業収益から２の営業費用を控除いたしました営業利益につきましては、５億２，４７３万５，０００円となりま

す。次に、ただいまの営業利益に３の営業外収益を加え、４の営業外費用を控除いたしました経常利益につきま

しては３，１８０万２，０００円で、次に経常利益から５の特別利益と６の特別損失を控除いたしました、下か

ら３行目の当年度純利益につきましては２，５６４万４，０００円となり、よって当年度未処分利益剰余金につ

きましては、同額の２，５６４万４，０００円となります。 

９、１０ページをお願いいたします。下水道事業予定貸借対照表になりますが、資産の部でございます。一番

下段になりますが、資産合計につきましては４７５億７，５２０万円となります。１０ページをお願いいたしま

す。負債の部でございますが、負債合計では２５億６，９８０万２，０００円となります。また次に資本の部で

ございますが、下から２行目になります。資本合計になりますが、４５０億５３９万８，０００円となります。

負債資本合計につきましては、資産合計と同額の４７５億７，５２０万円となるものでございます。バランスが

取れているような状況でございます。 

以上で、下水道事業会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議願います。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

○中村努委員 済みません、１つだけ。下水道使用料の営業収益ですけど、上水道は実績見込みで減額になるの

に下水道はプラスになるって、この辺の仕組みがよく分からないんですが、教えてください。 

○経営管理課長 今回の下水道使用料は平成２４年度につくったものでありますが、当初水道と下水との見積も

り根拠が多少違っておりましたので、このような結果になってしまいました。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 
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○中村努委員 普通、上下水道料金払う側からすると、上水道使った分に応じていろんな段階はあるんですけど、

下水道料金決まってくると思うんで、水道料金が見積もりより低ければ下水道も低くなるというふうに思うと思

うんですけれど、そもそもの当初予算から違っているんですかね。 

○水道事業部長 御指摘のとおりでございまして、本来であれば表裏一体のものでございます。これにつきまし

てはですね、今現在、組織改正で経営管理課というようなところで一本化されているんですけれども、それ以前

は御承知のとおり、上水道課、下水道課それぞれでですね、予算のほうをつくっておりました、使用料につきま

しても。その中で、上水道の予算額の見込みの仕方とですね、下水道ではですね、多少異なっていまして、ここ

を調整しようということで取り組みのほうはさせてきました。具体的にどういうことかというと、当初の予算額

の段階から下水道使用料については収納率を掛けてありましたんで、初めから低いレベルで設定してあったと。

そこら辺のところをですね、年度をかけながら調整をしてきたところ、今年度はうまくいかなくなってしまった

というのが実情でございまして、ようやくですね、ここで大方の整備が整ってまいりましたので、一体的な、今

度は使用料の状態というのも反映したですね、予算あるいは補正予算等になってくるものというぐあいに思って

います。 

○委員長 よろしいですか。ほかにはありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、討論を行います。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないので、採決を行います。議案第５７号平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第５７号平成２５年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第２号）については、

全員一致をもって原案のとおり可決するものと決しました。 

行政側から何かありますか。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 

○経済事業部長 経済事業部、建設事業部及び水道事業部につきましては、課題等が山積しております。つきま

しては、協議の必要な事項につきましては、休会中になりましてもなお継続して審査いただきますようお願いい

たします。以上です。 

○委員長 ただいま継続審査につきまして申し出がありましたが、これについて御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたします。 

当委員会に付託されました案件の審査は以上でございます。当委員会の審査結果報告及び委員長報告の案文に

つきましては、委員長、副委員長に御一任を願いたいが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのようにいたします。 
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理事者から挨拶があればお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 

○副市長 ２日間にわたりまして大変長時間熱心に御審議をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。また、

提出をいたしました案件全てにつきまして原案どおりお認めをいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。ど

うも大変ありがとうございました。 

○委員長 事務局で何かありますか。 

以上をもちまして、３月定例会経済建設委員会を閉会といたします。２日間にわたり熱心な御審議をいただき

まして、まことにありがとうございました。なお、あと１５分ですので、２０分からこの場におきまして経済建

設委員会協議会を開催いたしたいと思いますので御参集いただきたいと思います。それから経済建設委員の方は

ちょっと１、２分残ってもらいたいと思います。 

それでは、閉会いたします。 

午後４時０９分 閉会 
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